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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法  
律の施行について   

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律（平成  

19年法律第72号。以下「改正法」という。）については、平成19年6月  

1日に公布され、同日付け雇児発第0601004号により、雇用均等・児童  

家庭局長より貴職あてその趣旨を通達したところであるが、本日、改正法の施  

行に関して、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部   



を改正する省令」（平成19年厚生労働省令第121号）及び「事業主が講ず  

べき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」（平成  

19年厚生労働省告示第326号。以下「指針」という。）が公布又は告示さ  

れたところであり、これらの省令及び告示は、改正法とともに平成20年4月  

1日から施行又は適用されることとなっている（別紙参照）。   

改正法による改正後の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（以  

下「法」という。）」、上記省令による改正後の「短時間労働者の雇用管理の  

改善等に関する法律施行規則（以下「則」という。）」等の主たる内容及び取  

扱いは下記のとおりであるので、その円滑な施行に遺漏なきを期されるととも  

に、施行までの間、改正内容を中心とした周知につき、雇用均等室を中心とし  

て別途送達するパンフレット等を活用の上、効果的な実施が行われるようご尽  

力方お願いする。   

なお、法第5章の短時間労働援助センターに関する改正については、平成1  

9年7月1日付け雇児発第0701001号により別途通知済みであることを  

申し添える。  

記  

第1 総則（法第1章）  

法第1章は、法の目的、短時間労働者の定義、事業主等の責務、国及び地   

方公共団体の責務等、法第2章の短時間労働者対策基本方針や法第3章及び   

第4章に規定する具体的措置に共通する基本的考え方を明らかにしたもので   

あること。  
■   

1 改正法の趣旨  

（1） 短時間労働者をめぐる社会経済情勢の変化  

短時間労働者の雇用管理の改善の重要性については従来より指摘  

される中、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行によ  

り対応してきたところであるが、1990年代以降の我が国の社会経  

済情勢の変化はめまぐるしく、少子高齢化の進展、労働力人口減少社  

会の到来、就業構造の変化等に伴い、短時間労働者の果たす役割の重  

要性は増大してきている。  

また、特に、就業形態が多様化している中で、これまで一般的な就  

業形態として存在していた「正社員」（ここでは、労働契約の期間の  

定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受ける労働者をいうものと  

する。）という働き方が相対化され、事業所ごとに多様な就業形態を  

組み合わせて雇用のニーズを満たすようになってきている。例えば、  
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経営者や管理職以外はすべて短時間労働者等の「正社員」でない労働   

者であるという企業や、「正社員」は管理業務に従事し接客業務は短   

時間労働者等が担当するという企業も出てきている。  

改正法においては、これら社会経済情勢の変化を踏まえ、その雇用   

管理の改善等の基本的考え方を（2）のとおり再度整理したものであ   

る。  

（2） 改正法の基本的考え方   

イ 総論  

このような就業形態の多様化は、働き方、雇用の選択肢が増大す  

るという意味で労使ともにメリットがあるものであるが、それを望  

ましいものであると評価するためには、少なくとも、就業形態ごと  

に待遇の公正さが確保されていることが必要である。また、今後の  

我が国の経済社会の発展という観点からは、多様な就業形態で働く  

人々が、それぞれの意欲や能力を十分に発揮でき、ひいては労働生  

産性が向上するような就業環境を実現することが求められる。  

しかしながら、短時間労働者をめぐる現状の就業環境を見ると、  

公正な待遇が確保されているとは言い切れず、そのためもあって、  

必ずしも短時間労働者の能力等を十分に引き出せるようなものと  

はなっていない。このため、改正法は、短時間労働者についての公  

正な待遇の実現を図ることと、それぞれの能力等を十分に発揮でき  

るような就業環境を整備することという2つの方向性を基本的考  

え方としている。これにより、就業形態の多様化の中で短時間労働  

者という働き方を魅力的な就業形態とし、個々の短時間労働者の福  

祉の増進を図るだけでなく、我が国の経済社会の発展に寄与するこ  

とをも目指すこととしたものである。  

その具体的な内容は、以下のとおりである。   

ロ 公正な待遇の実現  

短時間労働者の待遇に係る現状の問題点としては、例えば通常の  

労働者と就業の実態が同じ場合については、それにもかかわらず待  

遇が同等のものになっていない、通常の労働者と就業の実態が異な  

る場合については、それでもなお納得できないほどに待遇が低い、  

ということがある。これらに共通するのは、事業主が行う雇用管理  

において、短時間労働者の働き・貢献を評価することが欠落しがち  

であるがゆえに待遇が低いものとなっているという課題であり、こ  

れを解決していくことが「公正の実現」である。したがって、事業  

所における通常の労働者と均衡という観点を持ちながら、短時間労  
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働者の働き・貢献を評価するという措置を事業主に課すことが必要  

となる。具体的には、改正法において、通常の労働者と就業の実態  

を比較しながら、均衡のとれた待遇（就業の実態が同じ場合には、  

「均等」な待遇）の確保を図ることとしたが、それが実現されてい  

く過程では、後述する待遇に関する事業主の説明責任と相まって、  

「どのような働き・貢献に対して、どの程度の待遇とするか」が事  

業所ごとに、次いで事業所横断的に、明確化されていくこととなる。   

これは、長期的には、通常の労働者・短時間労働者という就業形  

態を問わず、一定の働きに対して相応の待遇が決定されるという雇  

用システムの創成を意味し、そのようになれば、短時間労働者とい  

う就業形態は、現在のように「補助的労働力である」、「待遇が比較  

的低い」といった特徴ではとらえられなくなり、単に、短時間の（所  

定労働時間が短い）働き方であるにすぎないものとなるものである。   

＼                就業形態の多様化を踏まえた法のとらえ方   

改正法におけるロの方向性は、通常の労働者との比較において短  

時間労働者を定義し、雇用管理の改善を図るという法の基本的構造  

に沿うものであるが、他方、（1）にもあるとおり、事業所におけ  

る「通常の労働者」の概念は、就業形態の多様化に伴って現実には  

変わってきている。それにも関わらず、法が従前と同様に「正社員」  

のみを「通常の労働者」としてとらえていくこととすると、「正社  

員」が管理業務のみ行っており、別に「短時間労働者」と同じ業務  

に従事するフルタイムの基幹的な労働力となっている者がいる場  

合に、この者とは比較せず、業務が異なる「正社員」と比較すると  

いう事態が生じることになる。また、従来の考え方によれば「通常  

の労働者」がいないような事業所においては、結果として「短時間  

労働者」と定義される者がおらず、法の適用から外れる事業所が出  

てきてしまう懸念がある。   

就業形態の多様化によって「正社員」という働き方が相対化され  

つつある中でもなお法の適用をできるだけ多くの事業所に及ぼし、  

労働者の実質的な保護を図るためには、法の制定時の立法趣旨が、  

あくまで「正社員」を基本に考え、「正社員」を表す語として「通  

常の労働者」と規定したものであったことを踏まえつつ、「通常の  

労働者」に関する現在の社会通念に沿って、法の規定を解釈し直す  

ことが適当である。   

短時間労働者の意欲や能力を十分に発揮できるような就業環境  

の整備   
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「短時間労働者の意欲や能力を十分に発揮できるような就業環境   

を整備すること」については、ロの「公正な待遇の実現」により実  

現されるところもあるが、それに加えて2つの方向から取組を図る   

ものである。  

（イ） 短時間労働者の納得性の向上  

まず、短時間労働者という就業形態については、上述のように   

公正な待遇が確保されていないこと以前に、そもそも待遇の内容   

が不明確であるといった根本的な問題が存在するために、短時間   

労働者の納得性が欠如しているという課題がある。これに対して、   

改正法においては事業主に労働条件の明示義務と待遇に関する   

説明責任を課し、待遇の内容の明確化を図り、短時間労働者の納  

得性を向上させようとするものである。  

（ロ） 通常の労働者への転換の推進  

もう1つは、短時間労働者から他の就業形態に移動しようとす  

る際の障壁が大きいという状況に関するものである。これには、  

他の就業形態への移動が困難であるために、他の就業形態での就  

業を希望する短時間労働者の意欲や能力を社会として十分に活  

用できていないという問題がある。  

また、我が国の現状では、いわゆる「就職氷河期」においてそ  

もそも「正社員」のような良好な就業の機会が少なかったために、  

非自発的にそれ以外の就業形態を選択している者が少なくない  

という事情もある。そのような中では、就職した就業形態におけ  

る待遇が職務の内容に見合ったものであったとしても、職務の内  

容が簡単であること等により十分な賃金所得を得られない場合  

には、当該労働者は努力しても低い待遇から抜け出せないという  

ことになり、労働者個人の働く意欲の維持、キャリア形成の観点  

から問題であるだけでなく、ひいては社会の活力・公正の観点か  

らも問題である。そこで、改正法は、通常の労働者への転換を推  

進する措置を事業主に義務づけることによって、短時間労働者と  

他の就業形態との間での移動の障壁を可能な限り除去すると同  

時に、希望する短時間労働者が良好な就業の機会を得られるよう  

にするための環境整備を行うこととしたものである。  

ホ 短時間労働者の職業能力の開発及び向上  

一般に、労働者がその待遇を向上させていくためには、その職業   

能力を開発・向上させていくことが必要であることから、「公正な   

待遇の実現」のための事業主の措置の一つとして短時間労働者に対   



する積極的な教育訓練の実施を位置づけ、同時に国等としても法第  

17条に基づく必要な措置を講ずることとしたものである。  

2 目的（法第1条関係）  

（1） 法第1条は、法の目的が、我が国における少子高齢化の進展、就  

業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす  

役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、  

その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換  

の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることによ  

り、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて  

短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるよう  

にし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に  

寄与することにあることを明らかにしたものであること。   

（2）「職業能力の開発及び向上等」の「等」には職業紹介の充実等（法  

第18条）が含まれるものであること。   

（3） 「措置等を講ずる」の「等」には、紛争の解決及び短時間労働援  

助センターの指定等が含まれるものであること。   

（4） 「待遇の確保等」の「等」には、  

・短時間労働者であることに起因して、待遇に係る透明性・納得性  

が欠如していることを解消すること（適正な労働条件の確保に関す  

る措置及び事業主の説明責任により達成される）、  

・通常の労働者として就業することを希望する者について、その就  

業の可能性をすべての短時間労働者に与えること（通常の労働者へ  

の転換の推進に関する措置により達成される）、  

等が含まれるものであること。  

（5） 「あわせて経済及び社会の発展に寄与する」とは、少子高齢化、  

労働力人口減少社会に入った我が国においては、短時間労働者につい  

て、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確保や通常の労働者への転換  

の推進等を図ることは、短時間労働者の福祉の増進を図ることとなる  

だけでなく、短時間労働者の意欲、能力の向上やその有効な発揮等に  

よる労働生産性の向上等を通じて、経済及び社会の発展に寄与するこ  

とともなることを明らかにしたものであること。  

3 定義（法第2条関係）   

（1） 法第2条は、法の対象となる短時間労働者の定義を定めたもので  

あること。   

（2） 短時間労働者であるか否かの判定は、（3）から（7）を踏まえ  

行うものであること。その際、パートタイマー、アルバイト、契約社  
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員など名称の如何は問わないものであること。したがって、名称が「パ   

ートタイマー」であっても、当該事業所に雇用される通常の労働者と   

同一の所定労働時間である場合には、法の対象となる短時間労働者に   

は該当しないものであること。しかしながら、短時間労働者について   
は法に基づく雇用管理の改善等に関する措置等が講じられる一方、こ   

のような者については法の適用対象とならないために雇用管理の改   

善等に関する措置等が講じられないというのは均衡を失しており、現   

実にそのような均衡を失した雇用管理を行うことは事業所における   

労働者の納得を得がたいものと考えられることから、このような者に   

ついても法の趣旨が考慮されるべきであることについて、指針にも定   

めていることに留意すること（第3の10（3）ハ参照）。  

なお、派遣労働者については、派遣先において法が適用されること   

はないものの、法とは別途、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び   

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律第88   

号）により、就業に関する条件の整備を図っているものであること。  

（3） 法第2条の「通常の労働者」とは、当該事業所において、社会通   

念にしたがい「通常」と判断される労働者をいうこと。当該「通常」   

の概念については、第1の1の趣旨に述べたように、就業形態の多様   

化を背景として個別に判断をする必要が生じてきたと考えられる。法   

が業務の種類ごとに短時間労働者を定義していることからすると、   

「通常」の判断についても業務の種類ごとに行うことが適当である   

（「業務の種類」については後出（6）を参照。）。したがって、今   

後、「通常の労働者」とは、当該業務に従事する者の中にいわゆる正   

規型の労働者がいる場合は、当該正規型の労働者をいい、当該業務に   

従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいない場合については、   

当該業務に基幹的に従事するフルタイム労働者（以下「フルタイムの   

基幹的労働者」という。）がいれば、この者を「通常の労働者」とす   

ること。  

この場合において、いわゆる正規型の労働者とは、社会通念に従い、   

当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば、労働契約の期間の定め   

がなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主   

たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格の有無）   

を総合的に勘案して判断するものであること。また、フルタイムの基   

幹的労働者は、当該業務に恒常的に従事する1週間の所定労働時間が   

最長の、正規型の労働者でない者を指し、一時的な業務のために臨時   

的に採用されているような者は含まないものであること。ただし、こ  
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の者が、当該事業所において異なる業務に従事する正規型の労働者の   

最長の所定労働時間と比較してその所定労働時間が短い場合には、そ   

のような者は「通常の労働者」に含めることとはならないものである   

こと。  

（4）「所定労働時間が短い」とは、わずかでも短かければ該当するも  

のであり、例えば通常の労働者の所定労働時間と比べて1割以上短  

くなければならないといった基準があるものではないこと。  

（5） 短時間労働者であるか否かの判定は、具体的には以下に従い行う   

こと。   

イ 同一の事業所における業務の種類が一の場合  

当該事業所における1週間の所定労働時間が最長である通常の労  

働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者  

が短時間労働者となること（第2条括弧書以外の部分。図の1－  

（1）及び1－（2））。  

なお、当該業務にいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フル  

タイムの基幹的労働者との比較となること（図の1－（3））。   

ロ 同一の事業所における業務の種類が二以上あり、同種の業務に従  

事する通常の労働者がいない場合  

当該事業所における1週間の所定労働時間が最長である通常の  

労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の  

者が短時間労働者となること（第2条括弧書以外の部分。図2－（1）  

のB業務）。   

ハ 同一の事業所における業務の種類が二以上あり、同種の業務に従  

事する通常の労働者がいる場合   

（イ） 原則として、同種の業務に従事する1週間の所定労働時間が  

最長の通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間が短い通  

常の労働者以外の者が短時間労働者となること（第2条括弧書。  

図の2－（2））。  

なお、フルタイムの基幹的労働者が通常の労働者である業務に  

おいては、必然的に、その者より1週間の所定労働時間が短い者  

が短時間労働者となること（図の2－（3））。   

（ロ） 同種の業務に従事する通常の労働者以外の者が当該業務に従  

事する通常の労働者に比べて著しく多い場合（当該業務に従事す  

る通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する  

通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合  

を除く。）は、当該事業所における1週間の所定労働時間が最長  
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の通常の労働者と比較して1週間の所定労働時間が短い当該業  

務に従事する者が短時間労働者となること（第2条括弧書中厚生  

労働省令で定める場合（則第1条）。図の2－（4）のB業務）。  

これは、たまたま同種の業務に従事する通常の労働者がごく少  

数いるために、そのような事情がなければ一般には短時間労働者  

に該当するような者までもが法の対象外となることを避ける趣  

旨であるから、適用に当たって同種の業務に従事する通常の労働  

者と、当該事業所における1週間の所定労働時間が最長の通常の  

労働者の数を比較する際には、同種の業務において少数の通常の  

労働者を配置する必然性等から、事業主に法の適用を逃れる意図  

がないかどうかを考慮すべきものであること。  

（6） 上記（5）は、労働者の管理については、その従事する業務によ   

って異なっていることが通常と考えられることから、短時間労働者で   

あるか否かを判断しようとする者が従事する業務と同種の業務に従   

事する通常の労働者がいる場合は、その労働者と比較して判断するこ   

ととしたものであること。  

なお、同種の業務の範囲を判断するに当たっては、『労働省編職業   

分類』の細分類の区分等を参考にし、個々の実態に即して判断するこ   

と。  

（7） 短時間労働者の定義に係る用語の意義はそれぞれ次のとおりであ   

ること。   

イ 「1週間の所定労働時間」を用いているのは、短時間労働者の定  

義が、雇用保険法等労働関係法令の用例をみると1週間を単位とし  

ていることに倣ったものであること。  

この場合の1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り  

原則として日曜日から土曜日までの暦週をいうこと。  

ただし、変形労働時間制が適用されている場合や所定労働時間が  

1月、数箇月又は1年単位で定められている場合などには、次の式  

によって当該期間における1週間の所定労働時間として算出する  

こと。  

（当該期間における総労働時間）÷（（当該期間の暦日数）／7）  

なお、日雇労働者のように1週間の所定労働時間が算出できない  

ような者は、法の対象とならない。ただし、日雇契約の形式をとっ  

ていても、明示又は黙示に同一人を引き続き使用し少なくとも1週  

間以上にわたる定形化した就業パターンが確立し、上記の方法によ  
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り1週間の所定労働時間を算出することができる場合にはヾ法の対  

象となること。  

ロ 「事業所」を単位として比較することとしているのは、労働者の  

管理が、通常、事業所単位で一体的に行われているためであること。  

「事業所」については、出張所、支所等で規模が小さく組織的関連  

ないし事務能力を勘案して一の「事業所」というに足りる程度の独  

立性のないものは、場所的に離れていても直近上位の機構と一括し  

て一の「事業所」と取り扱うこと。  

4 事業主等の責務（法第3条関係）  

（1） 事業主の責務（法第3条第1項関係）  

イ 基本的考え方  

労働者の待遇をどのように設定するかについては、基本的には契  

約自由の原則にのっとり、個々の契約関係において当事者の合意に  

より決すべきものであるが、第1の1の趣旨で述べたとおり、現状  

では、短時間労働者の待遇は必ずしもその働き・貢献に見合ったも  

のとなっていないほか、他の就業形態への移動が困難であるといっ  

た状況も見られる。このような中では、短時間労働者の待遇の決定  

を当事者間の合意のみにゆだねていたのでは短時間労働者は「低廉  

な労働力」という位置づけから脱することができないと考えられる  

ところ、それでは、少子高齢化、労働力人口減少社会において期待  

されている短時間労働者の意欲や能力の有効な発揮がもたらされ  

るような公正な就業環境を実現することは難しい。  

そこで、法は、第1条に定める法の目的である「通常の労働者と  

の均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者が  

その有する能力を有効に発揮することができる」ことを実現するた  

めに、短時間労働者の適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福  

利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換  

の推進（以下「雇用管理の改善等」という。）について、事業主が  

適切に措置を講じていく必要があることを明らかにするため、法第  

3条において、短時間労働者について、その就業の実態等を考慮し  
て雇用管理の改善等に関する措置等を講ずることにより、通常の労  

働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がそ  

の有する能力を有効に発揮することができるように努めるものと  

することを事業主の責務としたものであるこ・と。  

法第3章以下の事業主の講ずべき措置等に関する規定は、この法  

第3条の事業主の責務の内容として、法の目的を達成するために特  
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に重要なものを明確化したものであること。また、法第14条に基   

づく指針については、当該責務に関し、その適切かつ有効な実施を   

図るために必要なものを具体的に記述したものであること。  

ロ 短時間労働者の就業の実態等   

法第3条において考慮することとされている「その就業の実態   

等」の具体的な内容としては、短時間労働者の「職務の内容」、「職   

務の内容及び配置の変更の範囲（有無を含む。）」、「労働契約期   

間の定めの有無」、経験、能力、成果、意欲等をいい、「等」の内   
容には、それらだけでは十分でない場合に、必要に応じて同業他社   

の状況も考慮することを含むものであること（具体的には（2）を   

参照。）。  

なお、責務を具体化した法第3章以下及び指針の措置規定のいく   

つかにおいては、就業の実態等を特に考慮すべき場合やその考慮方   

法について、待遇の種類ごとに明らかにされていること。  

ハ 雇用管理の改善等に関する措置等  

「雇用管理の改善等に関する措置等」とは、法第3章第1節に規   

定する「雇用管理の改善等に関する措置」と、法第19条に規定す   

る苦情の自主的解決に努める措置をいうものであること。  

ニ 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等  

法は、短時間労働者について、就業の実態等を考慮して雇用管理   

の改善等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均   

衡のとれた待遇を確保することを目指しているが、これは、第1の   

1（2）ロで述べたとおり、一般に短時間労働者の待遇が通常の労   

働者と比較して働きや貢献に見合ったものとなっておらず低くな   

りがちであるという状況を前提として、通常の労働者との均衡（バ   

ランス）をとることを目指した雇用管理の改善を進めていくという   

考え方であること。  

通常の労働者と短時間労働者の「均衡のとれた待遇」は、就業の   

実態に応じたものとなるが、その就業の実態が同じ場合には、「均   

等な待遇」を意味する。これを法定したのが法第8条の差別的取扱   

いの禁止の規定であるが、就業の実態を表すもののうち、職務の成   

果、意欲、能力、経験等については、その評価が行われる場合には   

個人ごとに差異が生じうるものであるから、それらを除いた「職務   

の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲（有無を含む。）」、   

「労働契約期間の定めの有無」の3つが通常の労働者と同じである   

ことを要件としたところであること。  
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他方、通常の労働者と短時間労働者との間で、就業の実態が異な  

る場合、その「均衡のとれた待遇」とはどのようなものであるかに  

ついては、一義的に決まりにくい上、待遇と言ってもその種類（賃  

金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生の実施）、性格（職務との  

関連性、実施に当たっての事業主の裁量の程度等）は一様でない。   

そのような中で、事業主が雇用管理の改善等に関する措置等を講  

ずることにより通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図っ  

ていくため、法第3章第1節においては、講ずべき措置を定めたも  

のであること。この措置は、短時間労働者の態様を就業の実態から  

見て4つに分類し、他方、待遇を賃金の決定、教育訓練の実施及び  

福利厚生の実施の3つとして、どのような者のどのような待遇につ  

いて、どのような措置をもって均衡とするのかを明らかにしている  

ものであること。具体的には、法第9条第2項、法第10条第1項  

は、職務の内容が同一であるという就業の実態が通常の労働者に近  

く、また、職務との関連性が高い待遇であること、といった事情を  

踏まえて具体的な措置の内容を明らかにしたものであり、法第11  

条は、すべての通常の労働者との関係で普遍的に講じられるべき措  

置の内容について明らかにしたものであること。他方、法第9条第  

1項、法第10条第2項については、就業の実態が多様な短時間労  

働者全体にかかる措置として、具体的に勘案すべき就業の実態の内  

容を明記（法第9条第1項及び法第10条第2項における職務の内  

容、職務の成果、意欲、能力、経験等）したものであること。これ  

らの勘案すべき就業の実態の内容を明記しているのは、これらの要  

素が通常の労働者の待遇の決定に当たって、職務給制度、成果給制  

度の導入等により考慮される傾向にあるのとは対照的に、短時間労  

働者について考慮されている現状にあるとは言い難く、短時間労働  

者についても、これらに基づく待遇の決定を進めていくことが公正  

であると考えられることによること。   

「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等」の「等」として  

は、  

・ 短時間労働者であることに起因して、待遇に係る透明性・納得   

性が欠如していることを解消すること（適正な労働条件の確保に   

関する措置及び事業主の説明責任により達成される）、  

・ 通常の労働者として就業することを希望する者について、その   

就業の可能性をすべての短時間労働者に与えること（通常の労働   

者への転換の推進に関する措置により達成される）、  
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等が含まれるものであること（再掲）。  

（2） 均衡のとれた待遇の確保の図り方について   

イ 基本的考え方  

短時間労働者についての、通常の労働者との均衡のとれた待遇の  

確保に当たっては、短時間労働者の就業の実態等を考慮して措置を  

講じていくこととなるが、法第3章第1節においては、「就業の実  

態」を表す要素のうちから「職務の内容」、「職務の内容及び配置  

の変更の範囲（有無を含む。）」、「労働契約期間の定めの有無」  

の3つを法の措置規定の適用要件としている。 これは、現在の我が  

国の雇用システムにおいては、一般に、通常の労働者の賃金をはじ  

めとする待遇の多くがこれらの要素に基づいて決定されることが  

合理的であると考えられている一方で、短時間労働者については、  

これらが通常の労働者と全く同じ、又は一部同じであっても、所定  

労働時間が短い労働者であるということのみを理由として待遇が  

低く抑えられている場合があることから、通常の労働者との均衡の  

とれた待遇の確保を図る際に、短時間労働者の就業の実態をとらえ  

るメルクマールとして、この3つを特に取り上げるものであること。   

ロ 「職務の内容」について   

（イ） 定義  

「職務の内容」とは、「業務の内容及び当該業務に伴う責任の  

程度」をいい、労働者の就業の実態を表す要素のうちの最も重要  

なものであること。  

「業務」とは、職業上継続して行う仕事であること。  

「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与さ  

れている権限の範囲・程度等をいうこと。具体的には、授権され  

ている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する  

部下の数、決裁権限の範囲等）、業務の成果について求められる  

役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、  

ノルマ等の成果への期待の程度等を指す。責任は、外形的にはと  

らえにくい概念であるが、実際に判断する際には、責任の違いを  

表象的に表す業務を特定して比較することが有効であること。  

また、責任の程度を比較する際には、所定外労働も考慮すべき  

要素の一つであるが、これについては、例えば、通常の労働者に  

は所定外労働を命ずる可能性があり、短時間労働者にはない、と  

いった形式的な判断ではなく、実態として業務に伴う所定外労働  

が必要となっているかどうか等を見て、判断することとなること。  
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例えば、トラブル発生時、臨時・緊急時の対応として、また、納  

期までに製品を完成させるなど成果を達成するために所定外労  

働が求められるのかどうかを実態として判断すること。なお、ワ  

ークライフバランスの観点からは、基本的に所定外労働のない働  

き方が望ましく、働き方の見直しにより通常の労働者も含めてそ  

のような働き方が広まれば、待遇の決定要因として所定外労働の  

実態が考慮されること自体が少なくなっていくものと考えられ  

るところであること。  

（ロ） 職務の内容が同一であることの判断手順   

「職務の内容」については、法第8条等の適用に当たって、通  

常の労働者と短時間労働者との間で比較して同一性を検証しな  

ければならないため、その判断のための手順が必要となる。具体  

的には以下の手順で比較していくこととなるが、「職務の内容が  

同一である」とは、個々の作業まで完全に一致していることを求  

めるものではなく、それぞれの労働者の職務の内容が「実質的に  

同一」であることを意味するものであること。   

したがって、具体的には、「業務の内容」が「実質的に同一」  

であるかどうかを判断し、次いで「責任の程度」が「著しく異な  

って」いないかを判断するものであること。   

まず、第一に、業務の内容が「実質的に同一」であることの判  

断に先立って、「業務の種類」が同一であるかどうかをチェック  

する。これは、『労働省編職業分類』の細分類を目安として比較  

し、この時点で異なっていれば、「職務内容が同一でない」と判  

断することとなること。   

他方、業務の種類が同一であると判断された場合には、次に、  

比較対象となる通常の労働者及び短時間労働者の職務を業務分  

担表、職務記述書等により個々の業務に分割し、その中から「中  

核的業務」と言えるものをそれぞれ抽出すること。   

「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々  

の業務のうち、当該職務を代表する中核的なものを指し、以下の  

基準に従って総合的に判断すること。   

① 与えられた職務に本質的又は不可欠な要素である業務   

② その成果が事業に対して大きな影響を与える業務   

③ 労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい  

業務   



通常の労働者と短時間労働者について、抽出した「申塀的業務」   

を比較し、同じであれば、業務の内容は「実質的た同一」と判断   

し、明らかに異なっていれば、業務の内容は「異なる」と判断す  

ることとなること。なお、抽出した「中核的業務」が一見すると   

異なっている場合は、当該業務に必要とされる知識や技能の水準   

等も含めて比較した上で、「実質的に同一」と言えるかどうかを  

判断するものであること。  

ここまで比較した上で業務の内容が「実質的に同一である」と   

判断された場合には、最後に、両者の職務に伴う責任の程度が「著  

しく異なって」いないかどうかをチェックすること。そのチェッ   

クに当たっては、「責任の程度」の内容に当たる以下のような事  

項（再掲）について比較を行うこと。  

① 授権されている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の  

範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等）  

② 業務の成果について求められる役割  

③ トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度  

④ ノルマ等の成果への期待の程度  

⑤ 上記の事項の補助的指標として所定外労働の有無及び頻  

度  

この比較においては、例えば管理する部下の数が一人でも違え  

ば、責任の程度が異なる、といった判断をするのではなく、責任  

の程度の差異が「著しい」といえるものであるかどうかを見るも  

のであること。  

なお、いずれも役職名等外見的なものだけで判断せず、実態を  

見て比較することが必要である。  

以上の判断手順を経て、「業務の内容」及び「責任の程度」の  

双方について、通常の労働者と短時間労働者とが同一であると判   

断された場合が、「職務の内容が同一である」こととなること。  

ハ 「職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置の変   

更の範囲と同一の範囲内で変更されると見込まれる」ことについて  

（イ） 定義  

① 「職務の内容及び配置の変更の範囲」  

現在の我が国の雇用システムにおいては、長期的な人材育  

成を前提として待遇に係る制度についても構築されている  

ことが多く、このような人材活用の仕組み、運用等に応じて  

待遇の違いが生じることも合理的であると考えられている。  
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法は、このような実態を前提として、人材活用の仕組み、運   

用等を均衡待遇を推進する上での適用要件の一つとして位   

置づけている。 人材活用の仕組み、運用等については、ある   

労働者が、ある事業主に雇用されている間にどのような職務   

経験を積むこととなっているかを見るものであり、転勤、昇   

進を含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等（以下「人   

事異動等」という。）の有無や範囲を総合判断するものであ   

るが、これを法律上の要件としては「職務の内容及び配置の   

変更の範囲」と規定したものであること。   

「職務の内零の変更」と「配置の変更」は、現実にそれら   

が生じる際には重複が生じ得るものであること。つまり、「職   
務の内容の変更」とは、配置の変更によるものであるか、そ   

うでなく業務命令によるものであるかを問わず、職務の内容   

が変更される場合を指すこと。他方、「配置の変更」とは、   

人事異動等によるポスト間の移動を指し、結果として職務の   

内容の変更を伴う場合もあれば、伴わない場合もあるもので   

あること。  

それらの変更の「範囲」とは、変更により経験する職務の   

内容又は配置の広がりを指すものであること。  

② 同一の範囲  

職務の内容及び配置の変更が「同一の範囲」であるとの判   

断に当たっては、一つ一つの職務の内容及び配置の変更の態   

様が同様であることを求めるものではなく、それらの変更が   

及びうると予定されている範囲を画した上で、その同一性を   

判断するものであること。  

例えば、ある事業所において、一部の部門に限っての人事   

異動等の可能性がある者と、全部門にわたっての人事異動等   

の可能性がある者とでは、「配置の変更の範囲」が異なるこ   

ととなり、人材活用の仕組み、運用等が同一であるとは言え   

ないこと。  

ただし、この同一性の判断は、「範囲」が完全に一敦する   

ことまでを求めるものではなく、「実質的に同一」と考えら   

れるかどうかという観点から判断すること。  

③ 「変更されると見込まれる」  

職務の内容及び配置の変更の範囲の同一性を判断するこ   

とについては、将来にわたる可能性についてもみるものであ   



るため、変更が「見込まれる」と規定したものであること。  

ただし、この見込みについては、事業主の主観によるもので  

はなく、文書や慣行によって確立されているものなど客観的  

な事情によって判断されるものであること。また、例えば、  

通常の労働者の集団は定期的に転勤等があることが予定さ  

れているが、ある職務に従事している特定の短時間労働者に  

ついてはこれまで転勤等がなかったという場合にも、そのよ  

うな形式的な判断だけでなく、例えば、同じ職務に従事して  

いる他の短時間労働者の集団には転勤等があるといった「可  

能性」についての実態を考慮して具体的な見込みがあるかど  

うかで判断するものであること。  

なお、育児又は家族介護などの家族的責任を有する労働者  

については、その事情を配慮した結果としで、その労働者の  

人事異動等の有無や範囲が他と異なることがあるが、「職務  

の内容及び配置の変更の範囲」を比較するに当たって、その  

ような事情を考慮すること。考慮の仕方としては、例えば、  

通常の労働者や短時間労働者のうち、人事異動等があり得る  

人材活用の仕組み、運用等である者が、育児又は家族介護に  

関する一定の事由（短時間労働者についても通常の労働者と  

同じ範囲）で配慮がなされ、その配慮によって異なる取扱い  

を受けた場合、「職務の内容及び配置の変更の範囲」を比較  

するに際しては、その取扱いについては除いて比較すること  

が考えられること。  

（ロ） 「職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置   

の変更の範囲と同一の範囲内で変更されると見込まれる」ことの   

判断手順  

「職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置   

の変更の範囲と同一の範囲内で変更されると見込まれる」ことに   

ついては、法第8条等の適用に当たって、通常の労働者と短時間   

労働者との間で比較して同一性を検証しなければならないため、   

その判断のための手順が必要となる。この検証は、（2）ロ（ロ）   

において示した手順により、職務の内容が同一であると判断され   

た通常の労働者と短時間労働者について行うものであること。  

まず、通常の労働者と短時間労働者について、配置の変更に関   

して、転勤の有無が同じかどうかを比較すること。この時点で異   

なっていれば、「職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内   



容及び配置の変更の範囲と同一の範囲内で変更されると見込ま  

れない」と判断することとなること。   

次に、転勤が双方ともあると判断された場合には、全国転勤の  

可能性があるのか、エリア限定なのかといった転勤により移動が  

予定されている範囲を比較すること。この時点で異なっていれば、  

「職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置の  

変更の範囲と同一の範囲内で変更されると見込まれない」と判断  

することとなること。   

転勤が双方ともない場合及び、双方ともあってその範囲が「実  

質的に」同一であると判断された場合には、事業所内における職  

務の内容の変更の態様について比較すること。まずは、職務の内  

容の変更（事業所内における配置の変更の有無を問わない。）の  

有無を比較し、この時点で異なっていれば、「職務の内容及び配  

置が通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の  

範囲内で変更されると見込まれない」と判断することとなること。  

同じであれば、職務の内容の変更により経験する可能性のある範  

囲も比較し、異同を判断するものであること。  

労働契約期間について  

労働契約期間については、法第8条の差別的取扱いの禁止に係る  

項の説明を参照すること。  

（3） 事業主の団体の責務（法第3条第2項関係）  

短時間労働者の労働条件等については、事業主間の横並び意識が強   

い場合が多く、事業主の団体を構成している事業にあっては、事業主   

の団体の援助を得ながら構成員である複数の事業主が同一歩調で短   

時間労働者の雇用管理の改善等を進めることが効果的である。そこで、   

事業主の団体の責務として、その構成員である事業主の雇用する短時   

間労働者の雇用管理の改善等に閲し必要な助言、協力その他の援助を   

行うように努めることを明らかにしたものであること。  

（4） なお、これら事業主及び事業主の団体の責務を前提に、国は必要   

な指導援助を行うこととされ（法第4条）、短時間労働援助センター   

において事業主又は事業主の団体に対する給付金の支給を行うこと   

とされている（法第28条第1項）こと。  

国及び地方公共団体の責務（法第4条関係）  

（1） 国の責務（法第4条第1項関係）  

国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について、事業主その他の   

関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じて必要な指導、援  
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助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている  

諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、  

その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の  

改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合  

的かつ効果的に推進するように努めるものとしていること。  

具体的内容は、指針の策定、事業主に対する報告徴収、助言、指導  

及び勧告、調停の実施を含む紛争の解決の援助、啓発活動の実施、職  

業訓練の実施、職業紹介の充実、短時間労働援助センターの指定等で  

あること。   

（2） 地方公共団体の責務（法第4条第2項関係）  

地方公共団体は、国の施策と相まって短時間労働者の福祉の増進を  

図るために必要な施策を推進するように努めるものとしていること。  

具体的内容は、広報啓発活動、職業能力開発校等における職業訓練  

の実施、労政事務所等における講習等の開催等であること。  

第2 短時間労働者対策基本方針（法第2章第5条関係）  

法第2章は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用   

管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となる   

べき方針である短時間労働者対策基本方針について規定したものであること。   

1 趣旨  

短時間労働者の福祉の増進を図るための施策は、法に基づくもののほか、  

他の関係法律に基づく施策等多岐にわたっており、これらの諸施策を円滑  

かつ効率的に実施していくためには、短時間労働者の職業生活の動向を的  

確に見通した上で短時間労働者対策の総合的かつ計画的な展開の方向を労  

使をはじめ国民全体に示し、これに沿って対策を講ずることが必要である。  

そのため、厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定め、これを公  

表するものとしたものであること。   

2 内容  

短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりであること。  

（1） 短時間労働者の職業生活の動向に関する事項  

（2） 短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力  

の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき  

事項  

（3） その他短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施  

策の基本となるべき事項   

3 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業  

の実態等を考慮して定められなければならないこととされていること。   



4 短時間労働者対策基本方針の策定、変更に当たっては、労働政策審議会  

の意見を聴かなければならないものとされているが、短時間労働者対策基   

本方針の内容が他の審議会の所掌に係る事項を含む場合には、その審議会  

の意見を聴くことを排除するものではない（第3の10（1）において同  

じ。）。  

第3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等（法第3章）  

法第3章は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等として、第   

1節に事業主等が講ずべきものの具体的内容として雇用管理の改善等に関す   

る措置を、第2節に職業能力の開発及び向上等に関する措置を規定したもの   

であること。   

1 労働条件に関する文書の交付等（法第6条関係）  

（1） 労働条件の明示については、労働基準法（昭和22年法律第49  

号）第15条において、賃金、労働時間その他の労働条件について労  

働契約の締結に際し明示することが使用者に義務づけられているが、  

短時間労働者に対する労働条件は、通常の労働者とは別に、かつ、個々  

の事情に応じて多様に設定されることが多いことから、雇い入れ後に  

疑義が生じやすくなっている。そのため、法第6条第1項においては、  

労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以  

外のもののうち、特に短時間労働者にとって重要な事項であるものを  

厚生労働省令で特定事項として定め、事業主が文書の交付等により明  

示しなければならないものとし、それ以外の事項は同条第2項におい  

て文書の交付等の努力義務を課したものであること。  

なお、法第6条第1項の文書の交付等の義務に違反した者に対して、  

都道府県労働局長による助言、指導、勧告を行っても履行されない場  

合には、法第47条に基づき、10万円以下の過料に処するものとさ  

れていること。この場合については、12（4）のイからハまでに掲  

げる事案に該当するものであっても、厚生労働大臣が助言等を行うこ  

とは予定していないこと。   

（2）「特定事項」とは、昇給の有無、退職手当の有無及び賞与の有無  

であること（則第2条第1項）。  

なお、昇給及び賞与が業績等に基づき支給されない可能性がある場  

合や、退職手当が勤続年数に基づき支給されない可能性がある場合は、  

制度としては「有り」と明示しつつ、その旨が明示されるべきもので  

あること。   

（3）「文書の交付等」の「等」とは、ファクシミリを利用してする送  

信、電子メールの送信のいずれかの方法によることを当該短時間労働  
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者が希望した場合における当該方法が含まれるものであること。ただ   

し、電子メールの送信の方法による場合には、短時間労働者が当該電   

子メールの記録を出力することによる書面を作成することができる   

場合に限られるものであること（則第2条第2項）。  

なお、これらの方法による場合を短時間労働者が希望した場合に限   

定したのは、これらの方法が文書の交付に比べて簡便な側面がある一   

方で、誤送信等のリスクも高いことによる。この「希望した場合」と   

は、短時間労働者が自ら事業主に対して申し出た場合のみでなく、事   

業主から電子メールの送信等による方法もあることを提示して、短時   

間労働者がそれを選択した場合も含まれるが、選択を強制することに   

なってはならないものであること。  

また、「当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成す   

ることができる」場合とは、短時間労働者が望めばプリンターに接続   

して書面を作成することが可能である場合を指すが、これは事業主が   

送信した労働条件の明示にかかる事項の全文が見えることが必要で   

あり、その場合には、電子メールのソフト等を搭載したパソコンに限   

らず、電子メール機能を有する携帯電話等でも構わないものであるこ   

と。さらに、チャットのように受信直後に内容が消えてしまうような   

ものは適当ではなく、電子メールのソフト等において保存が可能なも   

のであることが必要であること。  

（4） ファクシミリを利用してする送信の方法により行われた明示は、   

短時間労働者が使用するファクシミリ機器に受信された時に到達し   

たものとみなされるものであること。また、電子メールの送信の方法   

により行われた明示は、短時間労働者が使用する通信端末機器に受信   

された時に到達したものとみなされるものであること（則第2条第3   

項）。この場合の「通信端末機器」には、前述のとおり、パソコンの   

ほか、携帯電話等も含まれるが、POPサーバーや携帯電話会社のメ   

ールセンター等、事業主と短時間労働者の間で行われる電気通信の途   

中に介在する場所に到達しただけではこの要件を満たさないもので   

あること。なお、ファクシミリ及び電子メールに係る通信端末機器は、   

短時間労働者が所有しているものに加え、短時間労働者以外の者が所   

有しているものも短時間労働者がその利用を希望している場合には   

含まれるものであること。  

なお、事業主はファクシミリを利用してする送信の方法又は電子メ   

ールの送信の方法により明示を行う場合には、短時間労働者との間で   

明示がなされたかどうか争いが起こることを避けるため、後日、短時  
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間労働者に受信したかどうかを確認する、短時間労働者が電子メール  

を受信した後に電子メールを返信させる等によりその到達状況を確  

認しておくことが望ましいものであること。  

（5） 法第6条第2項は、特定事項を明示するときは、労働基準法第1  

5条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外の事項につい  

ても文書の交付等により明示するよう努めるものとしたものである  

こと。  

（6） 法第6条第2項により、明示するよう努めるべき事項のうち、主  

要なものとしては、以下のような事項が挙げられるものであること。  

イ 昇給（特定事項を除く。）  

ロ 退職手当（特定事項を除く。）、臨時に支払われる賃金、賞与（特  

定事項を除く。）、－箇月を超える期間の出勤成績によって支給さ  

れる精勤手当、一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給さ  

れる勤続手当及び一箇月を超える期間にわたる事由によって算定  

される奨励加給又は能率手当  

ハ 所定労働日以外の日の労働の有無  

二 所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程  

度  

ホ 安全及び衛生  

へ 教育訓練  

卜 休職   

（7） 労働基準法第15条第1項に基づく；明示については、「労働契約  

の締結に際し」て履行することが求められている一方、法第6条に基  

づく明示については、「短時間労働者を雇い入れたとき」が履行時点  

であるが、法第6条に基づく明示については、労働基準法第15条第  

1項に基づぐ明示の履行に併せて行うことによっても、履行したもの  

となること。また、法第6条に基づく明示事項が、労働基準法第15  

条第1項に基づく明示により、又は就業規則を交付することにより明  

らかにされている場合は、当該措置で足りるものであること。  

（8） 短時間労働者の労働契約に期間の定めがある場合であって、その  

更新をするときについては、労働契約の更新をもって「雇い入れ」る  

こととなるため、その都度法第6条の明示が必要となるものであるこ  

と。  

2 就業規則の作成の手続（法第7条関係）  

（1）短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する使用者は、  

労働基準法第89条の定めるところにより、就業規則を作成する義務  
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があるが、その作成又は変更に当たっては、同法第90条において、  

使用者は事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴  

かなければならないこととされている。短時間労働者に適用される就  

業規則についてもこの手続がとられなければならないことはもちろ  

んであるが、短時間労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当  

たっては、これに加えて、就業規則の適用を受ける短時間労働者の意  

見が反映されることが望ましいため、事業主は、短時間労働者に係る  

事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該  

事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認めら  

れるものの意見を聴くように努めるものとしたものであること。   

（2） 「短時間労働者の過半数を代表すると認められるもの」は、事業  

所の短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労  

働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は短時  

間労働者の過半数を代表する者が考えられること。  

この場合の過半数代表者の適格性としては、次のいずれにも該当す  

るものとするものであること。  

イ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある  

者でないこと。  

ロ 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を  

選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による  

手続により選出された看であること。  

（3）  （2）ロの選出方法については、①その者が短時間労働者の過半  

数を代表することの適否について判断する機会が当該事業所の短時  

間労働者に与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に  

沿って選出するようなものであってはならず、かつ、②当該事業所の  

過半数の短時間労働者がその者を支持していると認められる民主的  

な手続がとられていること、すなわち、短時間労働者の投票、挙手等  

の方法により選出されること等が考えられること。  

なお、法は意見の聴取を要請するものであって、就業規則を労働基  

準監督署に届け出る際に意見書の添付を義務付けるものではないこ  

と。  

3 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止   

（法第8条関係）  

（1） 事業所において重要な役割を担う短時間労働者が増加している中  

で、職務の内容や人材活用の仕組み、運用等といった就業の実態が通  

常の労働者と同様であるにもかかわらず賃金などの取扱いが異なる  
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など、就業の実態に見合った公正な待遇となっていない場合がある。   

就業の実態が通常の労働者と同じ短時間労働者については、すべての   

待遇について通常の労働者と同じ取扱いがなされるべきであり、法第   

8条第1項において、そのような場合の差別的取扱いの禁止を規定し   

たものであること。  

（2） 法第8条第1項は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の   

労働者と同一の短時間労働者であって、当該事業所と期間の定めのな   

い労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その   

他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間   

において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容   

及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの   

（以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。）につい   

ては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練   

の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いを   

してはならないものとしたものであること。  

なお、本項は、すべての待遇について通常の労働者との差別的な取   

扱いを禁止しているものであることから、本項におⅠナる「通常の労働   

者」は、期間の定めのない労働契約を締結している者又は反復更新さ   

れることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会   

通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を締結している   

者となるものであること。  

（3） 法第8条第1項の判断に当たっては、具体的には、以下のイから   

ハまでの事項について、 （4）から（10）により行うこととなるこ   

と。   

イ 職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一である  

こと。   

ロ 当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。   

ハ 人材活用の仕組み、運用等が当該事業所に雇用される通常の労働  

者と同一であること。  

（4） （3）イの「職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者   

と同一であること」とは、その業務の内容や当該業務に伴う責任の程   

度が同一であるかを判断することとなる。その判断に当たっては、第   

1の4の（2）ロに従い行うものであること。  

（5）  （3）ロの「当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結して   

いるもの」には、反復更新されることによって期間の定めのない労働   

契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのあ  
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る労働契約（以下この項において「有期労働契約」という。）が含ま   

れるものであること（法第8条第2項）。   

「反復更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視す   

ることが社会通念上相当」とは、期間の定めのない契約と実質的に異   

ならない状態で存続していることを指しているものであること。  

これは、有期労働契約であっても、反復更新がなされることにより   

期間の定めのない労働契約と実質的に異ならないと認定した裁判例   

が多数存在しており、有期労働契約であるという形式のみをみて通常   

の労働者と異なるとするのは適当ではなく、期間の定めのない労働契   

約と異ならない状態となっているのかどうかを実態により判断しよ   

うとしたものであること。  

（6） 法第8条第2項に該当するかの判断に当たっては、契約の更新回   

数のほか、様々な事情を考慮して判断する必要があるが、実質的に期   

間の定めのない契約となっているかについて評価を加えている有期   

労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例（以下「裁判例」という。）   

等を踏まえ以下のイからこにより判断すること。なお、当該労働契約   

が反復更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視す   

ることが社会通念上相当と認められるかについては、最終的には裁判   

所において判断されるものであることに留意すること。   

イ 判断に当たっての考慮事項としては、主に次に掲げる項目が挙げ  

られること。ただし、これらのほか、例えば就業規則において長期  

の雇用継続を期待させる規定がある場合など、期間の定めのない労  

働契約と同視することが社会通念上相当と認められる方向に働く  

事項もあり得ることに留意すること。  

（イ） 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての通常の労  

働者との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観的内容  

（ロ） 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格  

（ハ） 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様  

（ニ） 更新の有無・回数、更新の手続の厳格性の程度等更新の手  

続・実態  

（ホ） 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者  

の更新状況   

イ（イ）から（ホ）までの用語の意義は以下のとおりであること。   

（イ）の「労働者の従事する業務の客観的内容」とは、当該期間  

を定めて雇用される者が従事する仕事の種類、内容及び勤務の形態  

ロ  
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について、その恒常性・臨時性、業務内容についての通常の労働者  

との同一性の有無等をいうものであること。   

（ロ）の「労働者の契約上の地位の性格」とは、当該期間を定め  

て雇用される者の契約上の地位の基幹性・臨時性、労働条件につい  

ての通常の労働者との同一性の有無等をいうものであること。   

（ハ）の「当事者の主観的態様」とは、採用に際しての労働契約  

の期間や更新又は継続雇用の見込み等についての事業主からの説  

明等における継続雇用を期待させる当事者の言動・認識の有無・程  

度等をいうものであること。   

（ニ）の「更新の手続・実態」とは、更新の有無・回数、勤続年  

数等の契約更新の状況や更新手続の有無・時期・方法、更新の可否  

の判断方法等の契約更新時における手続の厳格性の程度をいうも  

のであること。   

（ホ）の「他の労働者の更新状況」とは、当該期間を定めて雇用  

される労働者と同様の地位にある他の労働者の契約更新の状況を  

いうものであること。   

p                      イ（イ）から（ホ）までの事項を考慮する際は、裁判例において  

は、イに掲げる項目に関し、次の（イ）及び（ロ）の実態がある場  

合には、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至って  

いるものであると認められていることが多いことに留意すること。  

（イ） イ（イ）に関し、業務内容が恒常的であること、及びイ（ニ）  

に閲し、契約が更新されていること。  

（ロ）  （イ）に加え、少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみ  

られること。．  

① イ（ハ）に閲し、継続雇用を期待させる事業主の言動が認  

められること。  

② イ（ニ）に関し、更新の手続が形式的であること。  

③ イ（ホ）に関し、同様の地位にある労働者について過去に  

雇止めの例がほとんどないこと。   

イ（イ）に関し、業務内容が通常の労働者と同一であると認めら  

れること、又はイ（ロ）に閲し、労働者の地位の基幹性が認められ  

ることを、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上  

相当と認められるかについて判断をするに当たっての補強事項と  

n  

して考慮すること。  

（7）  （6）に述べた事項の具体的な内容は以下のとおりであること。  
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イ （6）ハ（イ）の「業務内容が恒常的であること」とは、短時間   

労働者が小売店における販売業務等、恒常的に存続することが予定  

されている業務に従事している場合を指し、短時間労働者が特定の  

イベントの設営補助のために雇用された場合など一定期間で作業  

の終了が予定される業務に就いている場合などについては、業務内  

容が「臨時的」と認められること。  

また、「契約が更新されていること」とは、少なくとも1回更新  

されれば、これに該当するものであること。ただし、更新回数がゼ  

ロであっても、当該事業所内において過去に契約が更新されなかっ  

た例はなく、特段の事情がなければ当然に更新されるのが通例であ  

った場合や、使用者が契約期間を定めていることは形式的なものと  

明言している場合などには、期間の定めのない労働契約と同視する  

ことが社会通念上相当と認められることもあり得ること。   

ロ （6）ハ（ロ）①の「継続雇用を期待させる事業主の言動」とは、  

例えば、労働者の長期にわたって働きたいとの希望に応じるような  

趣旨のことを事業主がほのめかすことなどがこれに該当するもの  

であること。  

（6）ハ（ロ）②の「更新の手続が形式的である」とは、例えば、  

必ずしも契約期間の満了の都度直ちに契約締結の手続をとってお  

らず、次の契約期間の始期の経過後に同条件の契約が取り交わされ  

ること、労働条件等の契約内容についての交渉もなく使用者が記名  

押印した契約書に労働者が署名押印して返送するという機械的な  

手続を行っていることなどがこれに該当するものであること。  

（6）ハ（ロ）③の「同様の地位にある労働者について過去に雇  

止めの例がほとんどないこと」とは、雇止めの例が皆無である必要  

はなく、例えば当該労働者に欠勤が多い等の特殊な理由で雇止めさ  

れた場合を除き契約が更新されているといった場合には、「過去に  
雇止めの例はほとんどないこと」に該当するものであること。また、  

過去に当該事業所において労働者の自己都合で契約を終了したケ  

ースがあった場合、これはそもそも「雇止め」に該当しないもので  

あること。  

（8） （3）ハの「人材活用の仕組み、運用等が当該事業所に雇用され   

る通常の労働者と同一であること」とは、当該事業所における慣行そ   

の他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期   

間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内   

容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるも   



のであることであり、職務の内容や配置が将来にわたって通常の労働   

者と同じように変化するかについて判断することとなるものである   

こと。これは、我が国における雇用管理が長期的な人材育成を前提に   

なされていることが多い現状にかんがみ、差別的取扱いの禁止の規定   

の適用に当たっては、ある一時点において短時間労働者と通常の労働   

者が従事する職務が同じかどうかだけでなく、長期的な人材活用の仕   

組み、運用等についてもその同一性を判断する必要があることから、   

要件の一つと定められたものであること。  

具体的には、第1の4（2）ハで示したとおり同一であるかどうか   

を判断するものであること。  

（9） 「当該事業所における慣行」とは、当該事業所において繰り返し   

行われることによって定着している人事異動等の態様を指すもので   

あり、「その他の事情」とは、例えば人事規程等により明文化された   

ものや当該企業において、当該事業所以外に複数事業所がある場合の   

他の事業所における慣行等が含まれるものであること。  

また、「当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間」とは、   

当該短時間労働者が通常の労働者と職務の内容が同一となってから   

雇用関係が終了するまでの間であること。すなわち、事業所に雇い入   

れられた後、通常の労働者と職務の内容が異なっている期間があって   

も、その期間まで「全期間」に含めるものではないこと。  

（10） 法第8条第1項の要件を満たした場合については、事業主は短   

時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、   

福利厚生施設の利用のほか、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、   

解雇等労働時間以外のすべての待遇について差別的取扱いをしては   

ならないものであること。  

この場合、待遇の取扱いが同じであっても、個々の労働者について   

査定や業績評価等を行うに当たり、意欲、能力、経験、成果等を勘案   

することにより個々の労働者の賃金水準が異なることは、通常の労働   

者間であっても生じうることであって問題とはならないが、当然、当   

該査定や業績評価は客観的に行われるべきであること。また、労働時   

間が短いことに比例した取扱いの差異として、査定や業績評価が同じ   

である場合であっても賃金が時間比例分少ないといった合理的な差   

異は許容されることは、言うまでもないこと。  

なお、経営上の理由により解雇を行う場合には、解雇対象の選定が   

妥当である必要があるが、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に   

ついては、労働時間が短いことのみをもって通常の労働者より先に解  
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雇する場合には、解雇対象者の選定基準の設定において差別的取扱い  

がなされていることとなり、法第8条違反となるものであること。  

4 賃金（法第9条関係）  

（1） 法第9条第1項については、法第8条の対象となる短時間労働者  

以外のすべての短時間労働者が対象となるものである。これは、短時  

間労働者が勤続年数を重ねてもほとんど賃金に反映されないことや  

昇給が最低賃金の改定に応じて決定されるなど、働きや貢献とは関係  

のない要素で賃金が決定されることが多いことから、職務の内容、成  

果等に応じて賃金を決定するよう努めることとしたものであること。  

その対象となる賃金は、基本給、賞与、役付手当等の勤務手当及び  

精皆勤手当など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金であり、  

通勤手当、退職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当  

その他名称の如何を問わず、職務の内容と密接な関連を有する賃金  

（以下「職務関連賃金」という。）以外の賃金については、本条の対  

象外となるものであること（則第3条）。  

なお、手当について対象となるかを判断するに当たっては、名称の  

みならず、支払い方法、支払いの基準等実態を見て判断する必要があ  

るものであること。例えば、家族手当について家族の有無にかかわら  

ず、一律に支払われている場合については、名称は「家族手当」であ  

っても職務関連賃金の一部となっている可能性があること。   

（2） 「短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験  

等を勘案し」とは、短時間労働者がその働き・貢献に見合った賃金決  

定がなされるよう、働き・貢献を評価する要素である職務の内容、職  

務の成果、意欲、能力、経験等を勘案要素の例示として挙げているも  

のであること。これらの要素のうち、どの要素によることとするかは  

各企業の判断にゆだねられるものであるが、その勘案については、法  

第13条に基づく説明を求められることを念頭に、どの要素によるこ  

ととしたのか、また、その要素をどのように勘案しているのかについ  

て合理的な説明ができるものとされるべきであること。  

「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等」を勘案した措  

置の例としては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を  

踏まえた①賃金水準の見直し、②昇給・昇格制度や成績等の考課制度  

の整備、③職務手当、役職手当、成果手当の支給等が考えられること。  

例えば、職務の内容を勘案する場合、責任の重さや業務の困難度で賃  

金等級に差を設けることなどが考えられるが、本条の趣旨は、この措  

置の結果として短時間労働者の集団の中で賃金の差を生じさせるこ  

29   



とにあるわけではなく、職務の内容、職務の成果等を適切に賃金に反   

映させることにより、結果として通常の労働者の待遇との均衡を図っ   

ていくことにある点に留意すべきであること。  

なお、「経験等」の「等」としては、例えば、勤続年数が考えられ   

ること。  

（3）「通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、短時間労働者にと   

って職務の内容が同一である通常の労働者だけでなく、職務の内容が   

異なる通常の労働者との均衡も考慮することを指しているものであ   

ること。具体的には、通常の労働者の賃金決定に当たっての勘案要素   

を踏まえ、例えば職務の内容が同一の通常の労働者の賃金が経験に応   

じて上昇する決定方法となっているならば、短時間労働者についても   

経験を考慮して賃金決定を行うこととする等、「職務の内容、職務の   

成果、意欲、能力又は経験等」に応じた待遇に係る措置等を講ずるこ   

とになること。  

（4） 法第9条第2項は、職務の内容が通常の労働者と同じであり、職   

務の内容及び配置の変更の範囲が一定の期間通常の労働者と同じ短   

時間労働者については、その一定の期間の働き・貢献が通常の労働者   

にきわめて近く、法第8条の対象とはならないまでも、少なくともそ   

の間の職務関連賃金については単位当たりでの職務の対価が同じで   

あるべきことから、その決定について、同一の方法によることを求め   

るものである。  

具体的には、職務関連賃金については、同一の賃金表を適用して決   

定し、その結果、通常の労働者と短時間労働者の貸金の差異が所定労   

働時間の違いによるもののみとなるよう努めることとなる。しかしな   

がら、賃金体系の見直しは経営状況にも大きく制約されるほか、労使   

合意を得て進めるべきものであることから、即座にそのような措置を   

すべての企業が一律に講ずることは難しく、当分の間は、個々の企業   

の実情に応じて支給基準、査定や考課の基準等を合わせるといった現   

実的に取り得る措置を段階を追って取っていくことで足りるもので   

あること。ただし、本条第2項の最終的な目標が、通常の労働者と短   

時間労働者との間で職務の内容が同じであり、職務の内容及び配置の   

変更の範囲が一定期間通常の労働者と同じ短時間労働者については、   

単位当たりの職務の対価は同じであるべきという理念の実現である   

ことを念頭に置き、それに向けての努力が求められるものであること。  

「一定の期間」とは、職務の内容及び配置の変更の範囲について同   

一であるかを見るため、当該事業所における通常の労働者や短時間労  
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働者の昇進、事業所内の配置転換や転勤（以下この項において「人事  

異動等」という。）の態様などを比較し、その有無や範囲が同じであ  

る期間を指すものであること。例えば、当該事業所において比較対象  

の通常の労働者が「主任」、「チーフ」、「ユニット長（転勤あり）」、  

「副店長」と昇進する場合に、短時間労働者が「担当者」、「主任」、  

「チーフ」、「ユニット長（転勤なし）」まで昇進する場合は、当該  

短時間労働者が主任及びチーフである期間が「一定の期間」となるも  

のであること。この「一定の期間」とは、人事異動等の態様を比較で  

きる期間である必要があることから、例えば当該事業所における人事  

異動等の頻度が平均して2年程度ということであれば、当該事業所に  

おける一定の期間は少なくとも4年となるものであり、各事業所にお  

ける転勤等の頻度等を考慮して判断することとなるものの、おおむね  

3～5年程度となるものであること。  

なお、「賃金の決定の方法」が同じであっても、査定や業績評価等  

により、個々の労働者の賃金水準は異なり得ること。  

（5） 法第9条の措置を講ずる時期については、通常の労働者の定期昇  

給や賃金表の改定に合わせて実施すること等が考えられるが、例えば、  

期間の定めのある労働契約を締結している場合においては、当該契約  

を改定する際又は更新する際に、あわせて賃金の決定方法について均  

衡を考慮したものとなるよう見直すことも考えられるものであること。  

（6） 本条に定めるもののほか、指針の定めに従い、退職金その他の手  

当についても、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等  

を考慮した取扱いをするように努める必要があること（10（5）イ  

（ロ）参照）。  

5 教育訓練（法第10条関係）   

（1） 法第10条第1項は、職務の内容が通常の労働者と同じ短時間労  

働者について、事業主が通常の労働者に対して職務の遂行に必要な能  

力を身につけさせるための教育訓練を実施している場合には、既にそ  

のような能力を有している場合を除き、当該短時間労働者に対しても  

実施されなければならないものであることを定めたものであること。  

これは、短時間労働者の職務の内容が通常の労働者と同じである場  

合は、短時間労働者に対しても職務の遂行に必要な能力を身につけさ  

せるための教育訓練を実施することは当然であることから、そのよう  

な場合の事業主の実施義務を定めたものである。  

（2） 「既に当該職務に必要な能力を有している場合」とは、短時間労  

働者が以前同業他社に勤務し、当該教育訓練と同様の内容の教育訓練  
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を受講している場合など職務の遂行に必要な知識や技術を身につけ  

ている場合を指すものであること。  

なお、本条の規定は、他の法律において、教育訓練等を受講するこ  

とが義務づけられている場合についてまで、その義務を免除する趣旨  

ではないこと。  

また、教育訓練を実施する場合には、短時間労働者の勤務時間帯な  

ど短時間労働者側の事情も考慮して実施する必要があること。  

（3） 法第10条第2項は、当然の措置を求めている第1項の規定に加  

えて、事業主は、職務の遂行に必要な教育訓練以外の教育訓練につい  

ても、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、  

意欲、能力及び経験等に応じて、短時間労働者に対して実施するよう  

努める必要があることを定めたものであること。  

これは、労働力人口が減少する中で、我が国の経済の活力を維持す  

るためには、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することが  

重要であるところ、短時間労働者がキャリアアップするための企業内  

での教育訓練の機会が乏しく、通常の労働者との待遇の格差の原因と  

なっている現状を改善するため、短時間労働者に対しても積極的な教  

育訓練の実施を求める趣旨であること。したがって、この教育訓練は、  

事業主が中長期的な視点から行うキャリアアップのための教育訓練  

などを指すものであるが、幹部候補生の養成のために実施するような、  

長期の研修や海外留学等の実施までを求める趣旨ではないこと。なお、  

企業内における中長期的な人材育成システムからは外れがちである  

短時間労働者についても、その職務の内容、職務の成果等に応じた教  

育訓練を行い、活用を図っていくことは、言うまでもなく企業におい  

てもメリットがあるものであること。  

なお、「通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、第9条第1項  

の場合と同様、短時間労働者にとって職務の内容が同一である通常の  

労働者及び職務の内容が異なる通常の労働者の双方との均衡を考慮  

することになること。  

（4） 教育訓練の実施に当たって、通常の労働者との均衡を考慮した結  

果、実施内容やカリキュラム等が異なることもあり得るものであるこ  

と。  

6 福利厚生施設（法第11条関係）  

（1） 事業主が実施する福利厚生の内容は多様であるが、職務の遂行に  

関連の深い福利厚生施設の利用については、通常の労働者と短時間労  

働者との間で差を設けるべきではない。それゆえ、法第11条は、事  
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業主は健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための  

施設である給食施設、休憩室、更衣室（以下「3施設」という。）に  

っいては、短時間労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しな  

ければならないことを明らかにしたものであること。  

法第11条における「通常の労働者」には、当該事業所におけるす  

べての通常の労働者が含まれることから、ある短時間労働者と職務内  

容が同一の通常の労働者のみならず、職務内容が異なる通常の労働者  

との関係も考慮するべきであること。ただし、ある短時間労働者の従  

事する業務には更衣室が必要なく、当該業務に従事している通常の労  

働者も同様の実態にある場合には、他の業務に従事している通常の労  

働者が更衣室を利用しているからといって当該短時間労働者に更衣  

室の利用の機会を与える必要はないことが通常であると考えられる  

こと。  

（2） 「配慮」とは、施設の定員の関係等でその雇用する労働者全員に  

施設の利用の機会を与えられないような場合に、増築等により結果と  

して全員に利用の機会が与えられるようにすることまでは求めない  

が、通常の労働者と同じ利用規程を適用したり、利用時間帯に幅を設  

けることにより短時間労働者にも利用の機会が拡大する措置を講ず  

る等の具体的措置を求めるものであること。すなわち、施設の定員の  

関係等で利用の機会が制限されている場合においても、定員を理由と  

してその利用を通常の労働者に限定することは本条に反することと  

なるものであること。   

（3） 本条の対象となる3施設の運営を事業主ではなく、労使が運営す  

る共済会等が実施している場合には、本条により事業主が講じなけれ  

ばならない措置の対象外となるものであること。ただし、共済会で運  

営している場合でも、会員からの出資がなく、運営について事業主の  

負担で運営されている場合には本条の対象となるものであること。  

なお、本条に定めるもののほか、指針の定めに従い、その他の福利  

厚生についても、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡  

等を考慮した取扱いをするように努める必要があること（10（5）  

イ（ハ）参照）。  

7 高年齢者雇用確保措置の適用との関係   

高年齢者の継続雇用制度の導入等が行われる事業所において、当該制度   

の対象となる高年齢者が短時間労働者である場合に法第8条の適用関係が   

問題となり得る。   



継続雇用制度が講じられた事業所においては、再雇用等により定年年齢   

を境として、職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であったと   

しても、人材活用の仕組み、運用等が異なっている等の実態があれば、法   

第8条の要件に該当しないものであること。   

また、定年の引上げ等により、60歳を超えた定年の定めを行っている  

事業所においては、職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であ   

り、特段人材活用の仕組み、運用等も異ならないのであれば、法第8条の   

要件に該当する可能性があること。   

しかしながら、法第8条の適用がない場合であっても、法第9条から法   

第11条までに規定する措置については、それぞれの規定の適用要件に応   
じて講ずる べきものであること。  

8 通常の労働者への転換（法第12条関係）  

（1） 第1の1（2）ニ（ロ）で述べたとおり、短時間労働者の中には、  

通常の労働者として働くことを希望していても、その雇用の機会がな  

いためにやむを得ず短時間労働者として働いている者もいるほか、現  

状では一度短時間労働者になると通常の労働者としての就業に移る  

ことが困難な状況にある。そのような状況は、労働者個人の働く意欲  

の維持、キャリア形成の観点から問題であるだけでなく、社会の活  

力・公正の観点からみても問題であるため、法第12条第1項は通常  

の労働者への転換を推進する措置を事業主に義務づけたものである  

こと。   

（2） 具体的には以下に例示された措置のいずれかを講ずることが求め  

られるものであること。  

イ 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所  

に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、  

労働時間その他の当該募集に関する事項を当該事業所において雇  

用する短時間労働者に周知すること。  

ロ 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望  

を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間  

労働者に対して与えること。  

ハ ー定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者へ  

の転換のための試験制度を設けること。   

イからハまでに掲げるもののほか、通常の労働者として必要な能  

力を取得するための教育訓練を受ける機会を確保するための必要  

な援助を行う等、通常の労働者への転換を推進するための措置を講  

ずること。  

34   



（3） 本条の趣旨を踏まえると、当該事業所において講じられている通   

常の労働者への転換を推進するための措置が短時間労働者に対して   

周知されていることが求められ、（2）イやロの措置のように、一定   

の機会が到来したときに初めて措置を講ずることとなるものについ   

ても、そのような措置を講ずる予定であるとしてあらかじめ周知する   

ことが求められるものであること。  

（4）（2）イは、事業主は、通常の労働者を募集しようとするときに、   

企業外からの募集と併せて、その雇用する短時間労働者に対しても募   

集情報を周知することにより、通常の労働者への応募の機会を付与す   

るものとしたものであること。最終的に採用するかどうかは、公正な   

採用選考である限り事業主の判断に委ねられるが、周知したのみで、   

応募を受け付けないなど実際に応募の機会を付与しない場合は、この   

条項を満たしたものとはいえないこと。「その他の当該募集に係る事   

項」とは、求人者が求人の申込みに当たり明示することとされている   

労働契約期間や就業の場所等の事項を指すものであること。例えば、   

事業主は公共職業安定所に求人票を出す場合、併せてその募集案内を   

社内掲示板に掲示することにより、当該事業所で雇用する短時間労働   

者にも応募の機会を与えることなどが考えられること。また、周知の   

方法としては、事業所内の短時間労働者が通常目にすることができる   

場所に設置されている掲示板への掲示のほか、回覧による方法や電子   

メールによる一斉送信等が考えられるが、募集期間終了までに希望者   

が見ることのできる状態にあることが必要であること。また、募集す   

る求人の業務内容が専門的資格を必要とするものであって当該事業   

所に有資格である短時間労働者が存在しないことが明らかである場   

合については、募集に係る事項を周知しなくても、本条違反とはなら   

ないものであること（そのような事情がなければ周知することとされ   

ていることが前提である）。なお、他の企業で実績を有する者等をヘ   

ッドハンティングする場合など、個人的資質に着目して特定の個人を   

通常の労働者として採用するものは、（2）イの「通常の労働者の募   

集を行う場合」には該当しないものであること。  

（5）  （2）ロは、企業外に通常の労働者に係る募集を出す前に、企業   

内の短時間労働者に配置の希望を申し出る機会を与えるものであり、   

いわゆる優先的な応募機会の付与をいうものであること。また、社内   

から通常の労働者のポストへの応募を積極的に受け付ける「社内公   

募」制度のようなものも（2）ロに該当するものであること。なお、  
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この優先的な応募機会の付与は、優先的な採用まで義務付けるもので   

はないことは言うまでもないこと。  

（6）（2）イ及びロについては、事業所において欠員が生じず、通常   

の労働者を募集しようとしなければ、措置を実施する機会もない場合   

には、一見、法第12条第1項を履行しているかどうか判別しがたい   

ものであるが、本項の趣旨は、通常の労働者の募集の必要がないとき   

にまで措置を求めるものではなく、このような場合はやむを得ないも   

のであること。  

（7） （2）ハは、その雇用する短時間労働者を通常の労働者へ登用す   

るための制度として、一定の資格を有する短時間労働者を対象とした   

通常の労働者への転換のための試験制度を事業所内に設けることと   

したものであること。「一定の資格」としては、例えば勤続年数やそ   

の職務に必要な資格等があり得るものであること。ただし、当該「一   

定の資格」として著しく長い勤続期間を要することとするなど、当該   

事業所の雇用管理の実態から見ても制限的なものと考えられ、対象者   

がほとんど存在しないようなものは、この（2）ハの措置を行ったと   

はいえないものであること。  

（8）  （2）ニは、通常の労働者への転換を推進するための措置として   

は、（2）イからハまでに掲げる措置以外のものでも差し支えない旨   

を明らかにしたものであり、一例として、通常の労働者として必要な   

能力を取得するための教育訓練を受ける機会を確保するための必要   

な援助を行うことを挙げたものであること。この「必要な援助」とし   

ては、自ら教育訓練プログラムを提供することのほか、他で提供され   

る教育訓練プログラムの費用の経済的な援助や当該訓練に参加する   

ための時間的な配慮を行うこと等も考えられるものであること。  

（9） 本項の措置としては、短時間労働者から通常の労働者への転換を   

直接図ることが可能となる措置が望ましいことはいうまでもないが、   

例えば、短時間労働者からいわゆる契約社員など、通常の労働者以外   

のフルタイム労働者への転換制度を設け、さらに契約社員には通常の   

労働者への転換制度が設けられているような、複数の措置の組み合わ   

せにより通常の労働者への転換の道が確保されている場合も本項の   

義務の履行と考えられること。  

なお、第1の1の改正法の趣旨で記述しているように、本条は、多   

様な就業形態間の移動の障壁を除去する政策をとるものであること   

から、当該事業所においていわゆる正規型の労働者とフルタイムの基   

幹的労働者が通常の労働者として存在する場合に、事業主が講ずる措  

36   



置がフルタイムの基幹的労働者への転換を推進するものにとどまる  

場合は、就業形態間の障壁が残ることになることから、本条の義務の  

履行とはいえないこと。他方、いわゆる「短時間正社員」（他の正規  

型のフルタイムの労働者と比較しその所定労働時間が短い、正規型の  

労働者をいう。）については、一般的に、時間の制約が比較的大きい  

短時間労働者であっても就業しやすい形態であることから、例えば通  

常の労働者への転換を推進するに当たっての一つの経由点として設  

定することは、望ましいと考えられること。  

（10） 本項の措置は、制度として行うことを求めているものであり、  

合理的な理由なく事業主の懇意により通常の労働者の募集情報を周  

知するときとしないときがあるような場合や、転換制度を規程にする  

など客観的な制度とはせずに事業主の気に入った人物を通常の労働  

者に転換するような場合は、本項の義務の履行とはいえないこと。   

（11） 本項においては、通常の労働者への転換を推進するための措置  

を講ずることが求められているのであって、その結果として短時間労  

働者を通常の労働者に転換することまで求められるものではないが、  

長期間にわたって通常の労働者に転換された実績がない場合につい  

ては、転換を推進するための措置を講じたとはいえない可能性があり、  

周知のみで応募はしにくい環境になっているなど、措置が形骸化して  

いないか検証すべきものであること。   

（12） 本条第2項は、国が第1項の措置を講ずる事業主に対する援助  

等必要な措置を講ずるよう努めることとされているものであること。  

援助としては指定法人である短時間労働援助センターを通じた助成  

金の支給等を行うこととしているものであること。「援助等」の「等」  

とは、事業主が講じた措置の好事例を情報提供すること等が考えられ  

ること。  

9 ∴待遇の決定に当たって考慮した事項の説明（法第13条関係）   

短時間労働者は、通常の労働者に比べ労働時間や職務の内容が多様であ   

り、その労働条件が不明確になりやすいことなどから、通常の労働者の待   

遇との違いを生じさせている理由がわからず、不満を抱く場合も少なくな   

い状況にある。短時間労働者がその有する能力を十分に発揮するためには、   

このような状況を改善し、その納得性を高めることが有効であることから、   

法第6条の文書の交付等と併せて、事業主に対し、その雇用する短時間労  

働者の待遇の決定に当たって考慮した事項について説明しなければならな   

いこととしたものであること。  
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事業主に説明義務が課せられている事項としては、法第6条から第11  

条まで及び第12条第1項において措置を講ずべきとされている事項に係   

るものであり、努力義務カミ課されているものも当然含むものであること。   

説明の具体的内容としては、それらの規定により求められている措置の  

範囲内で足りるものであること。例えば法第9条第1項に関する説明にっ   

いては、職務の内容、職務の成果等のうちどの要素を勘案しているか、ま  

た、当該説明を求めた短時間労働者について当該要素をどのように勘案し  

ているかという内容であれば本条の義務を履行したこととなること。なお、  

説明により短時間労働者が納得することについては、本条の義務の履行と   

は関係がないものであること。短時間労働者が納得しないような場合は、  

苦情や紛争の状態になっていると考えられるものであり、通常は、事業所   

内における苦情処理、都道府県労働局長の助言、指導及び勧告や調停等を   

通じて解決するものであること。   

なお、10（5）ハ（ロ）にあるように、短時間労働者が事業主に対し、   

説明を求めたことを理由として当該短時間労働者に対して解雇その他不利   

益な取扱いをしてはならないものであること。  

10 指針（法第14条関係）  

（1） 法第14条第1項は、法第6条から第11条まで、第12条第1  

項及び第13条に定めるもののほか、第3条第1項の事業主が講ずべ  

き雇用管理の改善等に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を  

図るために必要な指針を定めることとしているものであること。  

指針の策定については法第5条第3項から第5項までの規定が、指  

針の変更については法第5条第4項及び第5項の規定が準用される  

こと。したがって、指針は短時間労働者の労働条件、意識及び就業の  

実態等を考慮して定めなければならず、指針の策定及び変更に当たっ  

ては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならないこ  

と。   

（2）指針第1は、指針と法の関係を明らかにしようとするものであり、  

指針が法第3条第1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関す  

る措置等に閲し、その適切かつ有効な実施を図るために法第6条から  

第11条まで、第12条第1項及び第13条に定めるもののほかに必  

要な事項を定めたものであることを明らかにしたものであること。   

（3） 指針第2は、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等  

に関する措置等を講ずるに当たっての基本的考え方を明らかにした  

ものであること。  
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イ 指針第2の1は、短時間労働者にも労働基準法、最低賃金法（昭   

和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第5   

7号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、雇用   

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律   

（昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。）、   

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す   

る法律（平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）、   

雇用保険法（昭和49年法律第116号）等の労働者保護法令が適   

用され、事業主がこれを遵守しなければならないものであることを   

確認的に明記したものであること。  

なお、平成19年の法改正に伴う指針の改正により、それまで指   

針の第3において、他の労働者保護法令に規定されている事項を重   

ねて指針に盛り込んでいた部分が削除されたが、これは、改正前の   

指針が短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律制定当時の   

同法の位置づけを大きく反映しており、短時間労働者には一般的な   

労働者保護法令が適用されないといった誤解を避けるため、他の労   

働関係法令の規定を確認的に規定し、そのことを周知し、短時間雇   

用管理者にこれらの事項を管理させることにより短時間労働者の   

雇用管理の改善等を図ることに主眼があったことから、同法に規定   

されている事項をはじめ、幅広く規定されていたものであるが、今   

回の改正により、同法自体も均衡待遇を柱とする体系に見直された   

ことから、それを踏まえ指針についても再整理したものであって、   

短時間労働者についてそれらが適用されなくなったことを意味す   

るものではないことを、事業主に周知すべきものであること（（4）   

参照）。  

ロ 指針第2の2は、事業主は法の規定に従い、短時間労働者の雇用   

管理の改善等に関する措置等を講じる必要があることを確認的に   

明記するとともに、事業主は、短時間労働者の多様な就業実態を踏   

まえ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、   

待遇に係る措置を講ずるよう努めるものとしたものであること。  

本規定は、すべての短時間労働者に及ぶ基本的考え方を述べたも   

のであり、事業主は、法及び指針において具体的に規定されていな   

い場合においても、この考え方に基づき措置を講ずべきであること。  

ハ 指針第2の3の前段は、法に基づく短時間労働者の雇用管理の改   

善等に関する措置等を講ずるに際して、その雇用する通常の労働者   

その他の労働者の労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益に   



変更することは法的に許されないものであることを確認的に明記  

したものであること。「その他の労働者」には、短時間労働者をは  

じめ、当該事業所で雇用されるすべての労働者が含まれるものであ  

ること。  

指針第2の3の後段は、法に基づく短時間労働者の雇用管理の改  

善等に関する措置等を講ずるに際して、所定労働時間が通常の労働  

者と同一である有期契約労働者は法の定める短時間労働者とはな  

らないが、このような者についても、法の趣旨が考慮されるべきで  

あることを明記したものであること。  

（4）  （3）イにおける労働者保護法令の主な内容は、以下のとおりで   

あること。   

イ 労働条件の明示  

労働基準法第15条第1項の規定に基づき、事業主は、短時間労  

働者に係る労働契約の締結に際し、当該短時間労働者に対して、同  

項に規定する厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる労働  

条件に関する事項を明示する義務があること。   

（イ） 労働契約の期間   

（ロ） 就業の場所及び従事すべき業務   

（ハ） 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休  

憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる  

場合における就業暗転換   

（ニ） 賃金（退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、一か月を超  

える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、一か月を超え  

る一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当及び一か月  

を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能  

率手当を除く。以下この（ニ）において同じ。）の決定、計算及  

び支払いの方法並びに賃金の締切り及び支払の時期   

（ホ） 退職（解雇の事由を含む。）   

ロ 就業規則の整備  

短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主  

は、労働基準法第89条の定めるところにより、短時間労働者に適  

用される就業規則を作成する義務があること。   

ハ 年次有給休暇  

事業主は、短時間労働者に対しても、労働基準法第39条の定め  

るところにより、別表に定める日数の年次有給休暇を付与する義務  

があること。  
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なお、年次有給休暇の付与に係る「継続勤務」の要件に該当する  

か否かについては、勤務の実態に即して判断すべきものであるので、  

期間の定めのある労働契約を反復して短時間労働者を使用する場  

合、各々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を置いて  

いるとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断されるものではない  

ことに留意すること。   

期間の定めのある労働契約   

事業主は、短時間労働者のうち期間の定めのある労働契約（以下  

この項において「有期労働契約」という。）を締結するものについ  

ては、労働基準法第14条第2項の規定に基づき定められた有期労  

働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（平成15年厚生労働  

省告示第357号）の定めるところにより、次に掲げる措置を講ず  

る必要があること。  

（イ） 契約締結時の明示事項等   

① 事業主は、有期労働契約の締結に際し、短時間労働者に対し  

て、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有  

無を明示しなければならない。   

② ①の場合において、事業主が当該契約を更新する場合がある  

旨明示したときは、事業主は、短時間労働者に対して、当該契  

約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなけ  

ればならない。   

③ 事業主は、有期労働契約の締結後に（∋又は②に規定する事項  

に関して変更する場合には、当該契約を締結した短時間労働者  

に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。  

（ロ） 雇止めの予告  

事業主は、有期労働契約（雇入れの日から起算して一年を超え   

て継続勤務している短時間労働者に係るものに限り、あらかじめ   

当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。（ハ）の②   

において同じ。）を更新しないこととしようとする場合には、少   

なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予   

告をしなければならない。  

（ハ） 雇止めの理由の明示   

① （ロ）の場合において、事業主は、短時間労働者が更新しな  

いこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく  

これを交付しなければならない。   

② 有期労働契約が更新されなかった場合において、事業主は、  
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短時間労働者が更新しなかった理由について証明書を請求し  

たときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。  

（ニ） 契約期間についての配慮  

事業主は、有期労働契約（当該契約を一回以上更新し、かつ、   

雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している短時間   

労働者に係るものに限る。）を更新しようとする場合においては、   

当該契約の実態及び当該短時間労働者の希望に応じて、契約期間  

をできる限り長くするよう努めなければならない。  

ホ 解雇の予告  

（イ）事業主は、短時間労働者を解雇しようとする場合においては、  

労働基準法の定めるところにより、少なくとも30日前にその予   

告をする義務があること。30日前に予告をしない事業主は、3  

0日分以上の平均賃金を支払う義務があること。  

（ロ）  （イ）の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場  

合においては、その日数を短縮することができること。  

へ 退職時等の証明  

事業主は、短時間労働者が、①退職の場合において、使用期間、   

業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由（退職の   

事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）について証明書   

を請求した場合、②解雇の予告がされた日から退職の日までの間に   

おいて、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、   

労働基準法第22条の定めるところにより、遅滞なくこれを交付す   

る義務があること。  

ト 健康診断  

事業主は、健康診断については、短時間労働者に対し、労働安全   

衛生法第66条に基づき、次に掲げる健康診断を実施する必要があ   

ること。  

（イ） 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診  

断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断  

（ロ） 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当  

該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1  

回、定期に行う健康診断  

（ハ） 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入  

れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項  

目についての健康診断  

（ニ） その他必要な健康診断  
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この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常  

時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれり要件をも   

満たす者であること。   

① 期間の定めのない労働契約により使用される者（期間の定め  

のある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約  

期間が1年（労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）  

第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲  

げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項  

において同じ。）以上である者並びに契約更新により1年以上  

使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使  

用されている者を含む。）であること。   

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の  

業務に従事する通常の労働者の1逸聞の所定労働時間数の4  

分の3以上であること。  

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従   

事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満で   

ある短時間労働者であっても上記の（Dの要件に該当し、1週間の労   

働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働   

者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に   

対してもー般健康診断を実施することが望ましいこと。  

①の括弧書中の「引き続き使用」の意義については、上記ハのな   

お書の趣旨に留意すること。  

チ 妊娠中及び出産後における措置  

事業主は、妊娠中及び出産後1年以内の短時間労働者に対し、労   

働基準法及び男女雇用機会均等法の定めるところにより、次に掲げ   

る措置を詩ずる必要があること。  

（イ） 産前及び産後の休業の措置  

（ロ） 健康診査等を受けるために必要な時間の確保及び健康診査等  

に基づく医師等の指導事項を守ることができるようにするため  

に必要な措置  

（ハ） その他必要な措置  

なお、（ハ）の措置としては、労働基準法第64条の3に定める   

危険有害業務の就業制限、同法第65条第3項に定める軽易業務転   

換、同法第66条に定める時間外労働、休日労働及び深夜業の禁止   

並びに変形労働時間制の適用制限、同法第67条に基づく育児時間   

等があること。  
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リ 育児休業及び介護休業に関する制度等   

事業主は、短時間労働者について、育児・介護休業法の定めると   

ころにより、次に掲げる措置を講ずる必要があること。  

（イ） 育児休業又は介護休業に関する制度  

（ロ） 子の看護休暇に関する制度  

（ハ） 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者又は要介  

護状態にある家族を介護する者に対する時間外労働の制限又  

は深夜業の制限の措置  

（ニ）1歳（一定の場合にあっては、1歳6ケ月。以下この項に  

おいて同じ。）に満たない子を養育する者に対する勤務時間の  

短縮等の措置若しくは1歳から3歳に達するまでの子を養育  

する者に対する育児休業の制度に準ずる措置若しくは勤務時  

間の短縮等の措置又は要介護状態にある家族を介護する者に  

対する勤務時間の短縮その他の措置   

なお、次の点に留意すること。   

① 育児・介護休業法第6条第1項及び第2項並びに第12条第  

2項の規定により、雇用期間が1年に満たない労働者等であっ  

て労使協定で育児休業及び介護休業をすることができないも  

のとして定められたものについては、（イ）の措置の対象とは  

ならないこと。  

また、育児・介護休業法第16条の3第2項の規定により、  

雇用期間が6か月に満たない労働者等であって労使協定で子  

の看護休暇を取得することができないものとして定められた  

ものについては、（ロ）の措置の対象とはならないこと。   

② 育児・介護休業法第5条第1項及び第11条第1項の期間を  

定めて雇用される者について、「子の養育又は家族の介護を行  

い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立  

が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する  

指針」（平成16年厚生労働省告示第460号。以下「育介指  

針」という。）第2の1において、労働契約の形式上期間を定  

めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのな  

い契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、育児  

休業及び介護休業の対象となるものであるが、その判断に当た  

っては、同指針第2の1の（1）の事項に留意することとされ  

ていること。   

③ 育児・介護休業法第5条第1項の規定により、期間を定めて  
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雇用される者のうち育児休業をすることができるものは、育児  

休業申出時点で当該事業主に引き続き雇用された期間が1年  

以上であり、かつ、その養育する子の1歳到達日を超えて引き  

続き雇用されることが見込まれる者であり、この場合、当該子  

の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、労働契約が完  

了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者  

は除くこととされているところであるが、期間を定めて雇用さ  

れる者が育児・介護休業法第5条第1項各号に定める要件を満  

たす労働者か否かの判断に当たっては、育介指針第2の1の  

（2）の事項に留意することとされていること。   

④ 育児・介護休業法第11条第1項の規定により、期間を定め  

て雇用される者のうち介護休業をすることができるものは、介  

護休業申出時点で当該事業主に引き続き雇用された期間が1  

年以上であり、かつ、介護休業開始予定日から起算した93日  

経過目を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者であ  

り、この場合、93日経過日から1年を経過する目までの間に、  

労働契約が完了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明  

らかである者は除くこととされているところであるが、期間を  

定めて雇用される者が育児・介護休業法第11条第1項各号に  

定める要件を満たす労働者か否かの判断に当たっては、育介指  

針第2の1の（2）の事項に留意することとされていること。  

⑤ ニの1歳6か月に満たない子を養育する者に対して勤務時  

間の短縮等の措置を講ずるべき一定の場合とは、当該労働者が  

育児・介護休業法第5条第3項の申出をすることができる場合  

をさすものであること。  

また、平成16年12月28日付け職発第1228001号、  

雇児発第1228002号「育児休業、介護休業等育児又は家  
族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の記  

の第7の4の（6）のイ及び記の第7の5の（7）のイにおい  

て、勤務時間が1日6時間以下の労働者については、指針この  

措置を講ずる必要は基本的にはないものとされていること。  

ヌ 雇用保険の適用   

事業主は、一定の要件を満たす短時間労働者は雇用保険の被保険   

者となるが、雇用保険の被保険者に該当する者であるにもかかわら   

ず適用手続をとっていない短時間労働者については、雇用保険法に   

基づき必要な手続をとらねばならないものであること。  
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ル 高年齢者の短時間労働の促進  

少子高齢化社会において、経済社会の活力を維持し発展させてい  

くためには、高年齢者の高い就業意欲を活かし、その能力を有効に  

発揮させていくことが必要であり、今後特に高年齢者の雇用対策は  

重要となる。これらの者については、健康、体力等の状況によって  

個人差が大きくなり、就業ニーズも多様化し、短時間労働を希望す  

る者も増大するので、これに対応して、事業主は、高年齢者等の雇  

用の安定等に関する法律の趣旨にしたがい、短時間労働を希望する  

高年齢者に対して適切な雇用機会を提供するよう努める必要があ  

ること。  

（5） 指針第3は、指針第2の基本的考え方に立って、次の点について   

適切な措置を講ずるべきとしたものであること。   

イ 短時間労働者の雇用管理の改善等（指針第3の1関係）   

（イ） 労働時間（指針第3の1の（1）関係）  

短時間労働者の多くは、家庭生活との両立等のため、短時間か  

つ自己の都合に合う一定の就業時間帯を前提として勤務してい  

る者であり、事業主は、このような短時間労働者の事情を十分考  

慮して労働時間・労働日を設定するように努め、できるだけ所定  

労働時間外又は所定労働日外に労働させないように努めるもの  

としたものであること。   

（ロ） 退職手当その他の手当（指針第3の1の（2）関係）  

事業主は、法第8条及び第9粂に定めるもののほか、短時間労  

働者の退職手当、通勤手当その他の職務の内容と密接な関連を有  

しない手当についても、その就業の実態、通常の労働者との均衡  

等を考慮して定めるように努めるものとしたものであること。  

「均衡等」の「等」とは、就業の実態を前提として通常の労働  

者とのバランスを考慮しただけでは十分でない場合に必要に応  

じて同業他社の状況などを考慮することを指すものであること。  

なお、就業の実態や通常の労働者との均衡等を考慮した結果、  

通常の労働者と異なる定め方をすることは、合理的理由があれば  

許容されるものであること。   

（ハ） 福利厚生（指針第3の1の（3）関係）  

企業が行っている福利厚生について短時間労働者には適用し  

ないなどの例があり、これが短時間労働者に不公平感を生んでい  

る場合がある。このため、法第8条において、通常の労働者と同  

視すべき短時間労働者については福利厚生の取扱いについて短   



時間労働者であることを理由として差別的取扱いをしてはなら   

ないこととしているとともに、法第11条において、事業主は健   

康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための施設   

である給食施設、休憩室、更衣室については、短時間労働者に対  

しても利用の機会を与えるよう配慮しなければならないことと   

している。指針においては、これら法第8条及び第11条に定め   

るもののほか、物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育   

所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設その他こ   

れらに準ずる施設の利用及びそれ以外の事業主が行う福利厚生   

の措置（慶弔休暇の付与等）についても、短時間労働者に対して  

その就業の実態や通常の労働者との均衡等を考慮した取扱いを  

するよう努めるものとしたものであること。  

なお、就業の実態や通常の労働者との均衡等を考慮した結果、   

通常の労働者と異なる取扱いをすることは、合理的理由があれば  

許容されるものであること。  

ロ 労使の話合いの促進（指針第3の2関係）   

企業内における労使の自主的な取組を促進する観点から、労使の   

話合いの促進のための措置の実施に係る規定を設けたものである   

こと。  

（イ） 待遇についての説明（指針第3の2の（1）関係）  

事業主は、法第13条に定めるもののほか、短時間労働者を雇  

い入れた後、当該短時間労働者から本人の待遇について説明を求  

められたときには、当該短時間労働者の待遇に係るその他の事項  

についても、誠意をもって説明するように努めるものとしたもの  

であること。  

「説明」に当たっては、短時間労働者と通常の労働者の職務の  

内容等との関係についても説明をするなどにより納得性を高め  

ることが重要であること。また、短時間労働者が待遇についての   

「説明」を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して   

不利益な取扱いをしてはならないことは当然のことであること。  

（ロ） 意見を聴く機会を設けるための適当な方法の工夫（指針第3  

の2の（2）関係）  

事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡   

等を考慮して雇用管理の改善等に関する措置等を講ずるに当た   

っては、当該事業所における関係労使の十分な話合いの機会を提  
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供する等短時間労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な   

方法を工夫するように努めるものとしたものであること。  

「関係労使」とは、集団的労使関係に限定されるものではない  

こと。  

また、「意見を聴く機会を設けるための適当な方法」は事業所   

の事情に応じ、各事業所において工夫されるべきものであるが、   

例として、職場での労使協議、職場懇談会、意見聴取、アンケー   

ト等が挙げられること。  

（ハ） 苦情の自主的な解決（指針第3の2の（3）関係）  

事業主は、法第19条に定めるもののほか、短時間労働者の就   

業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した待遇に係るその他  

の事項についても、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、  

当該事業所における苦情処理の仕組みを活用する等その自主的  

な解決を図るように努めるものとしたものであること。  

「苦情処理の仕組みを活用する等」とは、事業所内の苦情処理  

制度の活用のほか、人事担当者による相談や短時間雇用管理者が  

選任されている事業所においては、これを活用すること等が考え  

られること。  

このような苦情処理の仕組み等について、短時間労働者に対し、  

周知を図ることが望まれること。  

ハ 不利益取扱いの禁止（指針第3の3関係）  

（イ） 指針第3の3の（1）は、事業主は、労働者が法第7条に定  

める過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうと  

していたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを  

理由として不利益な取扱いをしてはならないことを明記したも  

のであること。  

（ロ） 指針第3の3の（2）は、事業主は、労働者が法第13条に  

定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたこと  

を理由として不利益な取扱いをしてはならないことを明記した  

ものであること。  

これは、説明を求めた短時間労働者に対して事業主が法第13  

条により求められる範囲の説明を行ったにもかかわらず、繰り返  

し説明を求めてくるような場合に、職務に戻るよう命じ、それに  

従わない場合に当該不就労部分について就業規則に従い賃金カ  

ットを行うようなこと等まで、不利益な取扱いとして禁止する趣  

旨ではないこと。  
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（ハ） 「理由として」とは、短時間労働者が「過半数代表であるこ  

と若しくは過半数代表者になろうとしていたこと又は過半数代  

表者として正当な行為をしたこと」又は「待遇の決定に当たって  

考慮した事項の説明を求めたこと」について、事業主が当該短時  

間労働者に対して不利益な取扱いを行うことと因果関係がある  

ことをいうものであること。  

（ニ）「不利益な取扱い」とは、配置転換、降格、減給、昇級停止、  

出勤停止、雇用契約の更新拒否等がこれに当たるものであること。  

なお、配置転換等が不利益な取扱いに該当するかについては、給  

与その他の労働条件、職務内容、職制上の地位、通勤事情、当人  
の将来に及ぼす影響等諸般の事情について、旧勤務と新勤務とを  

総合的に比較考慮の上、判断すべきものであること。  

ニ 短時間雇用管理者の氏名の周知（指針第3の4関係）  

事業主は、短時間雇用管理者を選任したときは、その氏名を事業  

所の見やすい場所に掲示する等により、その雇用する短時間労働者  

に周知させるよう努めるものとしたものであること。  

なお、短時間雇用管理者の氏名の周知の方法としては、短時間雇  

用管理者の氏名及び短時間雇用管理者である旨を事業所の見やす  

い場所に掲示することのほか、例えば、これらの事項を書面に記載  

し短時間労働者に交付することでも差し支えないものであること。  

11 短時間雇用管理者（法第15条関係）  

（1） 短時間労働者については、通常の労働者と異なる雇用管理が行わ  

れていることに加えて、個々の短時間労働者の間でも個別多様に労働  

条件が設定されることが多く、多くの短時間労働者を雇用する事業主  

は自らがすべての短時間労働者についてきめ細かな管理を行うこと  

は困難な面が多い。そこで、事業所における短時間労働者の雇用管理  

の改善等を図るための体制を整備するために、事業主は、短時間労働  

者を常時厚生労働省令で定める数（則第6条により10人と定められ  

ている。）以上雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任する  

ように努めるものとしたものであること。  

（2） 則第7条においては、短時間雇用管理者は、指針に定める事項そ  

の他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させる  

ために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから  

事業主が選任することとされていること。この「必要な知識及び経験  

を有していると認められる者」とは、短時間雇用管理者の職務を遂行  

するに足る能力を有する者をいい、事業所の人事労務管理について権  
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限を有する者が望ましいものであること。  

（3） 短時間雇用管理者が担当すべき業務としては次のものが含まれる  

こと。  

イ 法に定める事項は言うまでもなく、指針に定める事項その他の短  

時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、 事業主の指  

示に従い必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ、関  

係行政機関との連絡を行うこと。  

ロ 短時間労働者の労働条件、就業環境に係る事項等に関し、短時間  

労働者の相談に応ずること。  

12 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告（法第16条関係）   

（1） 本法の目的を達成するため、厚生労働大臣又は都道府県労働局長  

は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るために必要があると認め  

るときは、事業主に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告  

を行うことができることとしたものであること。  

（2） 本条の厚生労働大臣等の権限は、労働者からの申立て、第三者か  

らの情報、職権等その端緒を問わず、必要に応じて行使し得るもので  

あること。   

（3） 「短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認め  

るとき」とは、法及び指針によって事業主が講ずべき措置について、  

これが十分に講じられていないと考えられる場合において、その措置 、  

を講ずることが雇用管理の改善等を図るため必要であると認められ  

るときをいうものであること。   

（4） 法第16条及び則第8条の規定に基づき、厚生労働大臣が助言等  

を行う全国的に重要である事案とは、おおむね以下のいずれかに該当  

する事案をいうものであること  

イ 広範囲な都道府県にまたがり、事案の処理に当たり各方面との調  

整が必要であると考えられる事案  

口 事案の性質上広範な社会的影響力を持つと考えられる事案  

ハ 都道府県労働局長が勧告を行っても改善の意向がみられず、悪質  

かつ重大な事案  

なお、ロについては、企業の規模、事案に係るパートタイム労働者  

の数等を考慮すること。また、ハにおける「悪質」とは、度重なる説  

得に応じない等遵法意識の見られない場合を、「重大」とは、事業主  

の措置により不利益を被る短時間労働者が多数いる場合や社会的影  

響が大きい場合をいうこと。  
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（5） 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告は、関係下部機関からの情  

報及び労働者からの申立て、第三者からの情報等を端緒として、事案  

が重要であると認められる場合に、おおむねイ～ニのとおり実施する  

ものであること。  

イ 報告の徴収  

報告の徴収は、法第16条の助言、指導、勧告のために行う事実  

の調査として、文書の提出の要請、出頭を求めての事情聴取、事業  

所への現地実情調査等を行うことのほか、法の施行に関し必要な事  

項につき事業主から報告を求めることをいうものであること。  

ロ 助言  

法の規定（指針に規定された事項を含む。）に違反する状況を解消  

するために事業主に対して口頭又は文書により行うものであるこ  

と。  

ハ 指導  

助言の対象となった事案のうち改善を行うためには強い要請が必  

要であると認められるものについて、事業主に対して文書の手交又  

は郵送の方法により行うものであること。  

ニ 勧告  

指導の対象となった事案のうち改善を行うためには更に強い要請  

が特に必要であると認められるものについて、事業主に対して文書  

の手交又は郵送の方法により行うものであること。  

なお、ハの「改善を行うためには強い要請が必要であると認められ  

るもの」とは、具体的には助言を行っても事業主に改善措置を講じる  

意向が確認できないものを、またこの「改善を行うためには更に強い  

要請が特に必要であると認められるもの」とは、指導を行っても事業  

主に改善措置を講じる意向が確認できないものをいうこと。  

13 職業訓練の実施等（法第17条関係）  

（1） 短時間労働者の中には、主要な仕事、高度な技術・技能が必要な  

仕事、責任のある仕事をしたいと希望する者がいるにもかかわらず、  

企業の対応は、教育訓練の実施率が低い等短時間労働者の能力をより  

有効に活用するための環境整備が十分になされているとはいえない。  

また、短時間労働者になろうとする者の中には、職業生活を一定期間  

中断していたこと等により、職業能力の減退、かつて習得した知識、  

技能の陳腐化等、就業しようとする職業に必要な能力に欠けるために  

希望する職業に従事できない者もいるところである。  

51   



このようなことから、国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開  

発機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職  

業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、職業能力の開発及  

び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の  

実施について特別の配慮をすることとしたものであること。   

（2） 「特別の配慮」とは、職業能力開発促進センター、都道府県立職  

業能力開発校における短時間労働者及び短時間労働者になろうとす  

る者等に対する普通職業訓練（短期課程）等の推進をいうものである  

こと。  

14 職業紹介の充実等（法第18条関係）  

短時間労働者になろうとする者については、職業生活を一定期間中断し  

ていた者が多く、職業に関する知識、自らの適性・能力等についての客観  

的な理解、就労に対する心構えが不十分であるとか、労働市場に関する知  

識・情報が不足している場合があることなどからきめ細かな配慮が必要と  

される者が多いことにかんがみ、特に、その適性、能力、経験及び技能の  

程度等にふさわしい職業を選択し、並びに職業に適応することを容易にす  

るため、国は、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措  

置を講ずるように努めることとしたものであること。  

第4 紛争の解決（法第4章）  

法第4章は、紛争を解決するための仕組みとして第1節において苦情の自   

主的解決、都道府県労働局長による紛争の解決の援助について、第2節にお   

いて調停制度について定めたものであること。  

1 苦情の自主的解決（法第19条関係）  

（1） 企業の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛争は、本来労  

使間で自主的に解決することが望ましいことから、事業主は、法第6  

条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第12条第1  
項及び第13条に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を  

受けたときは、労使により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆ  

だねる等その自主的な解決を図るよう努めなければならないことと  

したものであること。  

なお、この他の事項に関する苦情についても自主的解決が望ましい  

ことについては、第3の10（5）ロ（ハ）のとおりであること。  

（2） 「苦情処理機関」とは、事業主を代表する者及び当該事業所の労  

働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理  

するための機関等をいうものであること。これは、労働者の苦情につ  

いては、まずはこのような苦情処理機関における処理にゆだねること  
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が最も適切な苦情の解決方法の一つであることから、これを例示した  

ものであること。  

（3）  「苦情の処理をゆだねる等」の「等」には、人事担当者による相  

談や短時間雇用管理者が選任されている事業所においてはこれを活  

用する等労働者の苦情を解決するために有効であると考えられる措  

置が含まれるものであること。  

（4） 苦情処理機関等事業所内における苦情の自主的解決のための仕組  

みについては、短時間労働者に対し、周知を図ることが望まれるもの  

であること。  

（5） 法では、短時間労働者と事業主との間の個別紛争の解決を図るた  

め、本条のほか、法第21条第1項において都道府県労働局長による  

紛争解決の援助を定め、また、法第22条第1項においては紛争調整  

委員会（以下「委員会」という。）による調停を定めているが、これ  

らはそれぞれ紛争の解決のための独立した手段であり、本条による自  

主的解決の努力は、都道府県労働局長の紛争解決の援助や委員会によ  

る調停の開始の要件とされているものではないこと。しかしながら、  

企業の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛争は、本来労使で  

自主的に解決することが望ましいことにかんがみ、まず本条に基づき  

企業内において自主的解決の努力を行うことが望まれるものである  

こと。  

2 紛争の解決の促進に関する特例（法第20条関係）  

（1） 法第6条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第11条、第  

12条第1項及び第13条に定める事項に係る事業主の一定の措置  

についての短時間労働者と事業主との間の紛争（以下「短時間労働者  

の均衡待遇等に係る紛争」という。）については、個別労働関係紛争  

の解決の促進に関する法律（平成13年法律第112号。以下「個別  

労働関係紛争解決促進法」という。）第4条、第5条及び第12条か  

ら第19条までの規定は適用せず、法第21条から第24条までの規  

定によるものとしたものであること。  

（2） これは、個別労働関係紛争解決促進法に係る紛争は、解雇等労使  

間の個別の事情に関わるものが多いことから、あっせん員が労使の間  

に入って、その話し合いを促進するあっせんの手法が効果的であるの  

に対し、短時間労働者の均衡待遇等に係る紛争は、通常の労働者と短  

時間労働者との間の差別的取扱い等に関するものであり、継続的な勤  

務関係にある中で、差別かどうかの認定を行った上で解決策たる調停  
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案を示し、受諾の勧告を行うことが有効であるという、両者の紛争の  

性格が異なるためであること。  

（3）「紛争」とは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置に  

係る事業主の一定の措置に関して労働者と事業主との間で主張が一  

致せず、対立している状態をいうものであること。  

3 紛争の解決の援助（法第21条関係）  

（1） 紛争の解決の援助（法第21条第1項）  

短時間労働者の均衡待遇等に係る紛争の迅速かつ円満な解決を図る  

ため、都道府県労働局長は、当該紛争の当事者の双方又は一方からそ  

の解決について援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し  

て、必要な助言、指導又は勧告をすることができることとしたもので  

あること。  

イ 「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある短時間労働者及び  

事業主をいうものであること。したがって、労働組合等の第三者は  

関係当事者にはなり得ないものであること。  

ロ 「助言、指導又は勧告」は、紛争の解決を図るため、当該紛争の  

当事者に対して具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れ  

ることを促す手段として定められたものであり、紛争の当事者にこ  

れに従うことを強制するものではないこと。   

（2） 紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な  

取扱いの禁止（法第21条第2項）  

イ 法第21条第1項の紛争の解決の援助により、紛争の当事者間に  

生じた個別具体的な紛争を円滑に解決することの重要性にかんが  

みれば、事業主に比べ弱い立場にある短時間労働者を事業主の不利  

益取扱いから保護する必要があることから、短時間労働者が紛争の  

解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱い  

を禁止することとしたものであること。  

ロ 「理由として」及び「不利益な取扱い」の意義については、それ  

ぞれ第3の10（5）ハ（ハ）及び（ニ）と同じであること。  

4 調停の委任（法第22条関係）   

（1） 調停の委任（法第22条第1項）  

イ 紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）間の紛争について、  

当事者間の自主的な解決、都道府県労働局長による紛争解決の援助  

に加え、公正、中立な第三者機関の調停による解決を図るため、短  

時間労働者の均衡待遇等に係る紛争について、 関係当事者の双方又  

は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のた  
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めに必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、委員会に調  

停を行わせるものとすることとしたものであること。   

ロ  

業主をいうものであること。したがって、労働組合等の第三者は関  

係当事者にはなり得ないものであること。   

p  

譲によって紛争の現実的な解決を図ることを基本とするものであ  

り、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むし  

ろ行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示  

して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするもので  

あること。   

次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために  

必要があると認め」られないものとして、原則として、調停に付す  

ことは適当であるとは認められないものであること。  

む  

（イ） 申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた目（継続す  

る措置の場合にあってはその終了した日）から1年を経過した紛  

争に係るものであるとき  

（ロ） 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属  

しているとき（関係当事者双方に、当該手続よりも調停を優先す  

る意向がある場合を除く。）  

（ハ） 集団的な労使紛争にからんだものであるとき  

ホ 都道府県労働局長が「紛争の解決のために必要がある」か否かを  

判断するに当たっては、ニに該当しない場合は、法第19条による  

自主的解決の努力の状況も考慮の上、原則として調停を行う必要が  

あると判断されるものであること。   

（2） 調停の申請をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの  

禁止（法第21条第2項）  

イ 法第21条第1項の調停により、関係当事者間に生じた個別具体  

的な紛争を円滑に解決することの重要性にかんがみれば、事業主に  

比べ弱い立場にある短時間労働者を事業主の不利益取扱いから保  

護する必要があることから、短時間労働者が調停の申請をしたこと  

を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止することとしたも  

のであること。  

ロ 「理由として」及び「不利益な取扱い」の意義については、それ  

ぞれ第3の10（5）ハ（ハ）及び（ニ）と同じであること。  

5 調停（法第23条及び第24条関係）  
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（1） 調停の手続については、法第23条において準用する男女雇用機   

会均等法第19条、第20条第1項及び第21条から第26条の規定   

及び則第9条の規定において準用する雇用の分野における男女の均   

等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和61年労働省   

令第2号。以下「男女雇用機会均等法施行規則」という。）第3条か   

ら第12条の規定に基づき行われるものであること。  

法第19条の苦情の自主的解決の努力は委員会の調停を開始する   

要件ではないが、企業の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛   

争は、本来労使で自主的に解決することが望ましいことにかんがみ、   

調停を申し立てる前に苦情の自主的解決の努力を行うことが望まれ  

るものであること。  

（2） 委員会の会長は、調停委員のうちから、法第22条第1項の規定   

により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うため   

の会議（以下「均衡待遇調停会議」という。）を主任となって主宰す   

る調停委員（以下「主任調停委員」という。）を指名するものである   

こと。また、主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名   

する調停委員が、その職務を代理するものとなるものであること（則   

第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第3条第1項   

及び第2項）。  

（3） 均衡待遇調停会議は、主任調停委員が招集するものであること。   

また，均衡待遇調停会議は、調停委員2人以上が出席しなければ、開  

くことができないものであること。さらに、均衡待遇調停会議は、公   

開しないものであること（則第9条において準用する男女雇用機会均   

等法施行規則第4条第1項から第3項）。  

（4） 均衡待遇調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用均等室にお   

いて処理するものであること（則第9条において準用する男女雇用機   

会均等法施行規則第5条）。  

（5） 法第22条第1項の調停の申請をしようとする者は、調停申請書   

を当該調停に係る紛争の関係当事者である労働者に係る事業所の所   

在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないもので   

あること（則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第  

6条及び別記様式）。  

（6）都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、   

遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知するものであること。   

また、都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたとき   

は関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調  
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停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によって   

通知するものであること（則第9条において準用する男女雇用機会均   

等法施行規則第7条第1項及び第2項）。  

（7） 調停は、3人の調停委員が行うこととされており、調停委員は、   

委員会のうちから、会長があらかじめ指名するものとされていること   

（法第23条において準用する男女雇用機会均等法第19条第1項   

及び第2項）。  

（8） 委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者   

または関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考   

人（以下「関係当事者等」という。）の出頭を求め、その意見を聴く   

ことができるものとされていること（法第23条において準用する男   

女雇用機会均等法第20条第1項）。ただし、この「出頭」は強制的   

な権限に基づくものではなく、相手の同意によるものであること。こ   

れらの出頭については、必ず関係当事者等（法人である場合には、委   

員会が指定する者）により行われることが必要であること。  

「その他の参考人」とは、関係当事者である短時間労働者が雇用さ   

れている事業所に過去に雇用されていた者、同一の事業所で就業する   

派遣労働者などを指すものであること。  

委員会に「関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の   

参考人」の出頭を求めることができるとしたのは、委員会が通常の労   

働者との比較が問題となる短時間労働者の均衡待遇等に係る紛争を   

扱うため、比較対象となる通常の労働者の就業の実態について明らか   

にすることが必要であり、また、調停案の内容によっては同一の事業   

所において雇用される他の短時間労働者等に対しても影響を及ぼし   

得ることから、これらの者を参考人として意見聴取することが必要な   

場合があるためであること。  

（9） 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許   

可を得て、補佐人を伴って出頭することができるものであり、補佐人   

は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができるものであるこ   

と（則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第8条第   

1項及び第2項）。「補佐人」は、関係当事者等が陳述を行うことを   

補佐することができるものであること。なお、補佐人の陳述は、あく   

までも関係当事者等の主張や説明を補足するためのものであり、補佐   

人が自ら主張を行ったり、関係当事者等に代わって意思表示を行った   

りすることはできないこと。  
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（10） 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の   

許可を得て当該事件について意見を述べることができるほか、他人に   

代理させることができるものであること（則第9条において準用する   

男女雇用機会均等法施行規則第8条第3項）。他人に代理させること   

について主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住   

所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添   

付して主任調停委員に提出しなければならないものであること（則第   

9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第8条第4項）。  

（11） 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認める   

ときは、関係当事者等に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の   

提出を求めることができるものであること（則第9条において準用す   

る男女雇用機会均等法施行規則第9条）。  

（12） 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特   

定の調停委員に行わせることができるものであること。「調停の手続   

の一部」とは、現地調査や、提出された文書等の分析・調査、関係当   

事者等からの事情聴取等が該当するものであること。この場合におい   

て、則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第4条第   

1項及び第2項の規定は適用せず、則第9条において準用する男女雇   

用機会均等法施行規則第8条の規定の適用については、同条中「主任   

調停委員」とあるのは、「特定の調停委員」とするものであること。   

また、委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査   

を都道府県労働局雇用均等室の職員に委嘱することができるもので   

あること（則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第   

10条第1項及び第2項）。  

（13） 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認め   

るときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要   

な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又   

は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとすることとされて   

いること（法第23条において準用する男女雇用機会均等法第21   

条）。「主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代   

表する者又は関係事業主を代表する者」については、主要な労働者団   

体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又   

は関係事業主を代表する者の氏名を求めるものとするものであるこ   

と。（則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第11   

条第1項）。関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の   

指名は、事案ごとに行うものであること。指名を求めるに際しては、  
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管轄区域内のすべての主要な労働者団体及び事業主団体から指名を   

求めなければならないものではなく、調停のため必要と認められる範   

囲で、主要な労働者団体又は事業主団体のうちの一部の団体の指名を   

求めることで足りるものであること。則第9条において準用する男女   

雇用機会均等法施行規則第11条第1項により委員会の求めがあっ   

た場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見   

を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知するものとするものであ   

ること（則第9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第1   

1条第2項）。  

（14） 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告   

することができるものであること（法第23条において準用する男女   

雇用機会均等法第22条）。調停案の作成は、調停委員の全員一敦を   

もって行うものとするものであること（則第9条において準用する男   

女雇用機会均等法施行規則第12条第1項）。また、「受諾を勧告す   

る」とは、両関係当事者に調停案の内容を示し、その受諾を勧めるも   

のであり、その受諾を義務付けるものではないこと。委員会は、調停   

案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき   

期限を定めて行うものとするものであること（則第9条において準用   

する男女雇用機会均等法施行規則第12条第2項）。  

関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押   

印した書面を委員会に提出しなければならないものであること（則第   

9条において準用する男女雇用機会均等法施行規則第12条第3項）。   

しかしながら、この「書面」は、関係当事者が調停案を受諾した事実   

を委員会に対して示すものであって、それのみをもって関係当事者間   

において民事的効力をもつものではないこと。  

（15） 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みが   

ないと認めるときは、調停を打ち切ることができ、その場合、その旨   

を関係当事者に通知しなければならないものとされていること（法第   

23条において準用する男女雇用機会均等法第23条）。「調停によ   

る解決の見込みがないと認めるとき」とは、調停により紛争を解決す   

ることが期待し難いと認められる場合や調停により紛争を解決する   

ことが適当でないと認められる場合がこれに当たるものであり、具体   

的には、調停開始後長期の時間的経過をみている場合、当事者の一方   

が調停に非協力的で再三にわたる要請にもかかわらず出頭しない場   

合のほか、調停が当該紛争の解決のためでなく労使紛争を有利に導く  
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ために利用される場合等が原則としてこれに含まれるものであるこ  

と。  

6 時効の中断（法第23条において準用する男女雇用機会均等法第24条   

関係）   

本条は、調停が打ち切られた場合に、当該調停の申請をした者が打ち切   

りの通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった請求について訴   

えを提起したときは、調停の申請の時に遡り、時効の中断が生じることを   

明らかにしたものであること。   

「調停の申請の時」とは、申請書が現実に都道府県労働局長に提出され   

た日であって、申請書に記載された申請年月日ではないこと。   

また、調停の過程において申請人が調停を求める事項の内容を変更又は   

追加した場合にあっては、当該変更又は追加した時が「申請の時」に該当   

するものと解されること。   

「通知を受けた日から30日以内」とは、民法の原則に従い、文書の到   

達した目の当日は期間の計算に当たり参入されないため、書面による調停   

打ち切りの通知が到達した日の翌日から起算して30日以内であること。   

「調停の目的となった請求」とは、当該調停手続において調停の対象と   

された具体的な請求（地位確認、損害賠償請求等）を指すこと。本条が適   

用されるためには、これらと訴えに係る請求とが同一性のあるものでなけ   

ればならないこと。  

7 訴訟手続の中止（法第23条において準用する男女雇用機会均等法第2   

5条関係）   

本条は、当事者が調停による紛争解決が適当であると考えた場合であっ   

て、調停の対象となる紛争のうち民事上の紛争であるものについて訴訟が   

係属しているとき、当事者が和解交渉に専念する環境を確保することがで   

きるよう、受訴裁判所は、訴訟手続を中止することができることとするも   

のであること。   

具体的には、法第22条第1項に規定する紛争のうち民事上の紛争であ   

るものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次のいずれ   

かに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、   

受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨を決定する   

ことができるものであること。   

（1） 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されている  

こと。   

（2）  （1）の場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解  

決を図る旨の合意があること。  
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なお、受訴裁判所は、いつでも訴訟手続を中止する旨の決定を取り消す  

ことができるものであること。また、関係当事者の申立てを却下する決定  

及び訴訟手続を中止する旨の決定を取り消す決定に対しては不服を申し立  

てることができないものであること。   

8 資料提供の要求等（法第23条において準用する′男女雇用機会均等法第  

26条）  

委員会は、当該委員会に継続している事件の解決のために必要があると  

認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求める  

ことができるものであること。「関係行政庁」とは、例えば、国の機関の  

地方支分部局や都道府県等の地方自治体が考えられるものであること。「そ  

の他必要な協力」とは、情報の提供や便宜の供与等をいうものであること。  

第5 雑則（法第6章）  

1 雇用管理の改善等の研究等（法第42条関係）  

国は短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を講ずることと  

されているが、短時間労働者の福祉の増進を図るためには、その雇用管理  

の改善等を図ることが求められている。特に、短時間労働者の職域の拡大  

に伴い、基幹的、恒常的な職務や専門的、技術的な職務に従事する短時間  

労働者も存在するなど、短時間労働者の就業の実態は多様化・複雑化して  

いる。  

このため、厚生労働大臣は、短時間労働者がその能力を有効に発揮でき  

るようにするため、雇用管理の改善等に関する事項について、調査、研究  

及び資料の整備に努めるものとしたものであること。   

2 過料（法第47条関係）  

法第6条第1項の規定に違反した事業主に対して10万円以下の過料に  

処することとしたものであること。  

なお、過料については、非訟事件手続法（明治31年法律第14号）第  

4編の過料事件の規定により、管轄の地方裁判所において過料の裁判の手  

続きを行うものとなること。都道府県労働局長は、法第6条第1項違反が  

あった場合には、管轄の地方裁判所に対し、当該事業主について、法第6  

条第1項に違反することから、法第47条に基づき過料に処すべき旨の通  

知を行うこととなること。  

第6 附則。   

1 紛争の解決の促進に関する経過措置について（附則第5条関係）  

今般、改正法により新たに設けられた義務規定に関する紛争は、同じく  

改正法により設けられた紛争調整委員会の調停の手続に付すことが可能と  

なるものであり、法施行前に個別労働紛争解決促進法第5条第1項のあっ  
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せんの手続に付されているということはないが、同項のあっせんの手続の  

対象となる紛争は、労働者の募集及び採用に関する事項を除く「労働条件  

その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛  

争」（個別労働紛争関係解決促進法第1条）であり、事業主と短時間労働  

者との間の労働関係に関するほとんどすべての紛争が対象となることから、  

内容としては同じものがあっせんの手続に付されている可能性がある。こ  

のため、法施行の際に、個別労働紛争関係解決促進法上のあっせんの手続  

に係属している紛争については、そのまま同法上の手続として処理するこ  

ととしたものであること。   

2 社会保険労務士法の一部改正について（附則第8条関係）  

社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）第2条第1項第1号の4  

から第1号の6まで及び同条第2項の規定により、特定社会保険労務士（同  

条第2項に規定する「特定社会保険労務士」をいう。以下同じ。）は、個  

別労働紛争関係解決促進法第6条第1項の紛争調整委員会における同法第  

5条第1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法第18条第1項の調  

停の手続等について、紛争の当事者を代理できることとされているが、今  

回の改正法により調停制度を創設することに伴い、法に基づく調停の手続  

についても特定社会保険労務士が紛争の当事者を代理することができるよ  

う措置したものであること。  

第7 適用時期及び関係通達の改廃等   

1 この通達は、平成20年4月1日から適用すること。   

2 平成5年12月1日付け基発第663号、婦発第272号、職発第83  

9号、能発第280号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の  

施行について」及び平成12年12月20日付け基発第760号、女発第  

285号、職発第709号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法  

律に基づく厚生労働大臣の権限の都道府県労働局長への委任について」は、   

1の適用期日をもって廃止するとともに、都道府県労働局における業務の  

進め方についてはおって通知すること。  
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図   
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フルタイムの  

基幹的労働  
者がいる場合  0  0  0  

同種の業務に「正規型の労働者」がいるが、通常の労働者以外の者の数が著しく多い場合  

週35時間   週30時間  週25時間  

＝＝■＝＝＝■■■■＝＝＝＝暮■■■■■t■■■■■l  

週35時間  週30時間   週25時間   
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謬栗‖＋≠困I11電力Hトl皿  
煤）ll轡析出£錮 F  0   

0器虻悪彗虻¢絆十半額el鮪1騨る   
一朗畦＝野欄≠咤澗別封研矧琶」更二牒   

雇世岬伽e斐誕帥弾偵食ゆ壮Ql添   

付詔出す将埜（匠く1く）  

○県側埜低地増把鰯毒蛾川＋1く亜獣監   

阻馴割出川抑仙∵剰削即紬喉届   

艮史頗トゆ㊦◎漣他愛巾壁el韓舟   

忠昭摘出や塗（匡く芋）  

○側蓮潜堪Q悪ごQ吏愛e致忘せ他出   

証トゆ避魁増把郎職1t1＋く喋eぜ埴   

甜那Ⅵ咽絹地噂軒別別納川場儒   

撃琵静粛個食㊥童el簾刺索七糎吠   
尋：（匿－だ■＜）  

○側＃挙証掛e感餐艦甥増合壁淵艮医   

ネ巾蚊忘蟹胆鹿演出中味掴喘㊤ぜ頗   

甜削M川場牡咄凪削別納川場儒   

軍医紗剋嘩愈ゆ牡el範脚饉世情両   

社（匿貞貞）  

○く銅種軍医e些混劉K漆e擬劉排出匿サ   
ゆ感想増配餌堆十芭喋媒l騨Q感触   
艮蛸p仙’硝痘世哨匝e怨恨トゆ壁   

渥非軽舟祉∂劇毒誓区側械含将士Q   

＝轟肱慄射蟄卜相場：（匡100）  

○磁堕：ヒ素±撃墜ポ悪増虻4F賎桐喋脾l   

伴馴別離湖畔Ⅷ’倒産牡哨祉Q蜜   

柑小机銅甜癌旭他動朗郎＝梼抽   

超混沌Nや毯（匡101）  

○贈腺踏石更紗Ql静舶酎鮎川慄胤   

隠笹h剖鮎川咽】坪e鮎槻畏医卜   

岬堂（匡1011）  

○＃壁掛謝儀髄腰は畑劇l喋絆’1野Q   
㈱如郎h拍増紗制敵酎削謂汚職   

十Il喘涯l野e翻臆誓冠感筒中Q桝   
埋e史髄転憫津川噌＝Ql踪紳怒国中   

巾社（胡超世・邦楽lO、一！＝）  

○欄≡せ喝亜紀甘惚柵抄出塵立小樽礫至登   

壁柵呼的Q巌腫喝Q皿雷∩一弘e軍   

種油纏削粁一色馴酎朗調粕川   

吏兎eローエ磯舟頒愈ゆ吐合l騒由   

索肥満Nや堂（強憐周個ヰ）  

0   

0・く掛越畢遍ズー囲囲（紘習頑健脾那   

帥）Ql諭側部増ト㊥く格盟酵蒜   

（直貞一周囲－く＝）  

○く脾魅腰高l周一1監（誓呵e轟魔   

隊匪′ 巻m感笥塞瞥）Ql童紬溶出   

トゆく柵建部毒   

（匠1娼－1邑－1く）  

〔梱  侭〕   

○蹄酢削馴軋拍は畑髄咤掛肘引出   

馴削軋憎附頑副甜酎柑橘沌1簾   

樹酢輌削軋沌撞（卓出鼻蒜臓11臣）  
○姐髄曙阻糠嘘畝埋堪僻淋吏載±牒咄   

咤脹e聖巡e霞謹艮匿卜岬朝出膳掛   

璽慈Ql韓凰裾瀕鵡械」吏鞋   

（匿11掴）  

○幽髄蟹幽轍喝義昭雅出箪忠昭純増戯   

合壁荘Q霹謹艮匿卜巾割増撚蹄ぜ露   

el添削根付枢機」吏壮（匡1】」く）  

○幽聴誓東経出場む巾晰喝敲Q悪鼓Q   

掛軌朗紬叫周智掛削酎訳l韓削   
願付紐恨」吏牡（匡Il芋）  

○蜜朝壁榊芯嫌艮箪土樽喉嶋鷹合璧塞   
馴引払澗掛牒副甜剛摘摘娼1範   

頗裾由紀幌」更改（匿11＜）  

○㈲酬糊瀾鳩齢馴路側隠棋酢川   

副棚掛摘摘指1静鰍和銅錮紅沫   

牡（匡Il貞）  

○心願淋糀出稲空将礪膳出征中将貴国   

執桐郎錆1静矧柚研削紅減便   
（匡1110）  

011せ心痛腑維臼将士ゆ湘脂艮区車、帝   

京国華㊥曝露e】軍機咄漣軽堰」吏   
壮（匠川l）  

○皿コ扁鯖瀬日華女帝咄咤腰掛母型巡e   

蔚監班酎中鋸裾姻錮咽ほ沌l転倒   

帆綱削紅沫慢（匿＝＝1）  

○せ哨朗閻側道糎咤踏石轢押掛舟聖槻   

トゆ塗el杭槌慮欄憬牒せ   
（側感化東国）  

（別紙）  

○嘲輌麒空車虻小嬰軽舟迦偵ト㊥鼓Q  

l韓槌溶出トゆ吐（匿周岨○）  

○凝轟粧癒裏脛ト㊥州卦∈＝範他藩出   

トゆ社（雫造化1く）  
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○柵耕州簑髄隼Y恥髄皆匪顧率柵e哩  
電伽肘e畜胤紗u証本ゆ肇巴制排出∩   

与巨e要義艮∩ニレ椒愈巾牡 ’ 

他  
○収奪伽潔㈱堰延ぜ感想e増配日医ト   

ゆ紬倭払慄摘帥小利坤帥e準備凍唖掴   

ゆ塗el浄机削帥叫埴（匿‖＝冊） 柑  
○圏・Eく′＼γ′＼堰；髄鞘隆眠剋神慮股肱   

槻☆垂磁帥el紛糾削抽咽せ   
（匿‥l】l＜）  川  

○媒朝悪糀川十い附昧＝野乱訟根堪脚   

密造嬰榊幽e蜜個吏層肘頑劇場牒l   

静輌酎鮎川埴（風月潮憫】ll昭平）】く  

○唱即東せ亜測温欝e吏愈e東せ巷榊   

刺好個郵相帥引酎氾針叫嘲   

脂el診断削鮒叫嘩（匡Ill囲＜） ㈹  
○堪難舶搬出∩ニ巨軸爬」吏恥野山削   

毒≡≡  

〔細  くり   

○問髄粟増鹿部蚕el静勅酎別項唖   

偶（蔀襟＝】lO）  

○障健脚脈麒里聖粟増虻蝶冨el韓側督   
出トゆ細帝（匡＝lll）  

○阻帆熱田郎附則副詞指粍＝犠抽傾   
国ネ嘩柳㊥（匡＝11＝）  

（〕凱登場姻鋸樹齢紀要届持上＝乱心彪世仲   

ゆ抑¢（剛詭荘訃＝＝l）  

辞  

刷毛兎∩揖斐（匿！I＝月末）  

○山瑚く増毛H丑出∩ニト小鳩」吏帥世心   

蝕脚絹封令∩吏増＝（匿l＝1く○）  

○腱哲郎堆e檻虻部ヒ《出∩エ巨躯l給   
♪捌腔陀爛臥利か裸拇   

（匠Il11く1）  

○楳半玉宅則堆e瞑虻鄭ヒ《昆∩ニレ   
枇順」吏淋轡吏執瀞陳唱両某憧   

（匡l＝」く＝）  

○建都嘲華e常駐野坂雫艮∩ニ巨舶爬   
J柑附則邦㈹相場・k更生   

（匿1111く川）  
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増－  

の   

領  
拐－  

○脚浬E拍咽時紳鵬化  
蛸帥  

○鰍姓珊肇根艮酢＞故槻脚韻   

罫柳令釈恕紗吏無根頑磯闇堰虻瑠指   

e＝釦錮机仲川噸郎   

（塊憮細則附K貞）  

〔が  寄〕   

○く棚・蛙載届宰－11（地盤服Q博昭瑞   
患）el韓脚部帥埠く脾即諾   
（く蘭越ポーIl一問已）  

○く伸建碑蚕貞一K（鵬e拓瑚鷹）   
el杭赫怒国ト㊥く棚朗蚕   
（匡ポー」く一K＝）  

○一く称朗蚕ポーIttO（致東森條≠那）   

Q．1婦随溶出卜叩く淋建部最   
（匠貞一川○－Kltl）  

○隠《噌舶拠e瞑壮劇壇霊鳥∩ニレ柾   
順」広明膵旺パ酬師軋員べ吏せ   

（匿I111く圧〉  

○計撃眠相識鎚卸捌脂髄≠1佃頑＋1   
町e＝削㈹錐沖咽せ   

（礪害者択湘軍堰I11＜）  

○矧軌黒酢両峰（匿Illく′ 川lO）  

（誌卜喜eY－鵠く璧＞）  

堆国師建礪舟喜㊤旬・∩足弱愈巾○  
妨4皆様式（用紙 日本工業規格A偵型）（第12桑園係）  
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りe和解曇’計饉＝＋掛周電lロ量・♪甥忙中昭○  寸  皮製Jr鎌1椚削絹憾拙別紙一 奇特Q瓜る・皿  

診   断   窮  
学校の名称l  

氏   名l  馳I  l性別l男 女   生年月日l 年  月  日生   
●  年   準   年   竿 年   

鮎 康 診 断 年 月 日     年 月 日  年 月  日  年 月  日  年 月 日l 年 月 日   
：灯  畏 （q）  
体  
船  
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B  M  I  

l右  
（ ）   （ ）   （ ）   （ ）   （ ）   
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l 右               l、左  
開校撮影  

結  フイルム郡骨               所   見  硯  硯  硯  硯  硯  
彫年月n  年 月 日  年 月 日  年 月 日  年 月 日  解 月  日  

7イ′レム椎骨  

虹技撮影  
所  

見  1 ←  餓  硯  硯  餓  
楔  

H■■■■■   ∴   ・  

網  
備  

名  

血  
考  
圧     ／   ／   

l嵐  廿  山  
／   ／   ／  

附 の 洪粁及び異常  
℡ 血   血色欝餓（た／曲）  
検 査   赤血球数（万／廿）  
肝機能   1GOT（rU／ 色）  
緻 査   GPT（1U／1）  

γ－GTP（IU／且）  
血中  
相賀  
検 査   トリグリセヲイド（叫／dり 

血   腑   紺． 蓋 
心  電  阿 倹 蟹  
その他の撰柄及び異常 
指   場   区   分  
拡  後  備  考 
備  

）  

考 

○吐州歌謡細¢鮪匝tl＋・l叶   

亜蜜匡貌嗟柳Q嘩曙脾酎e粘紬帥艮整卜巾史競  

合l掛軸断割両用姻（計登＋貞甘地漑嫉中＋11  
叫）母堂虻艮蟄ニ’朋蜜匡粗餐抑e哩窄伽御母督  
柚排出荘小ゆ想杜増紀劇毒el静桝酎削川拍唖  
脚気e坤∩艮墟兎ゆ○   

陣琶＋≠鳩トト町1正  

数朝恥牽東山 苦健 脚1  
腰汲匡駅留紬e世電軌計e宙柳排足軽卜巾  

触鮒軌出報柑＝童側紺酬恒郎叫   

腰皆匪求若柳e礫蟹帥静Q督柵排出匿トゆ悪漑  

増把弱毒（計領国掛狭窄御重絶叫＋乱酔）el軍  
側喜e坤∩巳督増すゆ○   

堆lトト娼亜甘「附H－く喘麒】呼」僻「胱巳＋  
】礁珠1降」艮怒兎′ 匡横瀬横川＋＝亜刃七城■   

鮪lけ個牒せ「鮪卜十1く綴挑l腰」鳴Ir探l‥十  

＜亜昧11野」上上部兎一 区嘆舶熊川＋11機Å座…祈   

捕手H－！】l収骨「堆1日一日喋維l瞥」側「蹄I1日－  
」く亜嫉l弾」出怒兎′ 匠磯舟煤111十い葉山座岬針   

探Il十廿喋側状Ill＋亜刃」’鮪11十l亜刺阻l  
－ト熱掛uト甘   

珠IH一様甘「膝王H一條樵11吼紬「麻川十Il礁  
檻Il軌⊥蛸厨川摘抽附l－ト＜喋刃卜昭○   

鮪＋く横側蛾Il十中條刃トゆ○   

絨＋＜亜絶l騨甘「堆＋巳喋」舟「隙IH－11亜」  
u慈愛′匡喋紳附け－1く喋心トⅣ   

堆十耳亜舟淋＝＋岡城刃車座   

粍十1く亜甘「蹄】H一儲糀l野鍵盤」漣「阻IH－  

11亜妹l坪蟹鎚」昆弱兎′ 匡横側隙IH一区喋刃ト  
ゆ0   

淋＋国條甘「蛛Il＋礁鮪l騨糧亜」舟仁阻11十  
l】横媒！野堤壁」出督兎′ 匡喋他郷11十川喘刃卜  
巾■   
掛目訓錮噛lけIl喋心卜吋   

嫉十川喋甘憾，1十喘蝶1軌舟Ⅷ帥‡十＝喘  

媒】野」艮督兎′ 匿喘碑肘掛「鮪十」く亜淋事野」  
側「雅＝＋＜亜媒1騨」日南食′匡嘆鮪＝附せ「胱  

十国喋」刷「珠！H一半喋」土よ粘兎′ 匠横側鮪lけ  
l様刃中牒○   

搾＋11亜せ「煤Il＋儲絨l町提郎」咄「脾川＋  

ll喋珠l軒店軌艮督愈’匿横側娃Il＋喋りト㊥○   

捕＋！亜甘「樵＋中喘珠l順感B醒＋く喋堆lり  
野」1村「嫉I日用喘虻Il野感旨蝶Il＋中條鮭川勘  
甘惑愈′匡喘栂媒＋層憾減車頑■   

就＋亜瀬碓＋l＜亜刃トゆ○   

絆玉喋せ「糀十＜亜」舟「樵＝十亜」日劇愈′  

匿横側職＋中礁刃す巾○   

蝶＜喘甘「脾十草喋劇1坪対顔」砿「醒】H－東  

亜醒l野鮮麗」昆背骨′ 匡亜舟蝶＋1く亜心小甘   

源平横合「溌＋中條淋川野」舶「椛lトト貞喋鮪  

‖騨」出′「鮪十1く喋蘇l曹」袖「雅11＋＜亜腫l  

野」艮背嚢′ 匡喋弾醸十同感卜丹小針   
絆1く喋甘「鮪＋1く喋蝶＝伴剋亜」1村r堆1日－－＜  

嘆耀；1昭博髄」艮惑兎′ 匡喋蝶l町甘「推十1く喋  

雅＝厚」咄「廠1け1＜横珠川野」出超兎’匡磯舟  

搬＋眉涌い叫両研   

畔掴亜馴‥舟醒＋叫私心ト甘   

絆H亜Ql博一「鮪＋1く峨鮪1凱舟「嫉】1十＜  
喋碓l野」出怒愛′ 匠喋潮脾十11亜刃トゆ○   

群明朝甘「堆＋川喘淋11邸J咄「鮪l】＋桐亜蛛  

11野」艮慮愛′ 匹敵村堆十l亜Å仲”針   

堆態様鮮騨せ「堆十川喘涯l陣」他r脾IH一  
国胡蝶l好」出港愛′ 匿亜堆l順煉川野任「蘇十  

囲喋」㈲r跡Il＋・中喋j出超焉′区亜胞妹＋喋刃  

トゆ○   
淋川亜eIl甘「堆＋喋淋1野」伸「畔十1く喋絆  

1騨」U畜愈′匡機軸脾＜亜刃J′ 匿喘◎常艮照  

合】礁地層毎回■   
（静電）  

雅夫亜 世旺Q虫取艮明恵埠取載e野酔顔撃づ粁潔   

制酎摘僧姐軋招肘嘲馳慄出離（諷計く   
＋】掛紋章如帝堆l川中）輔‖條量ゆ媒＋Il喘購   

PQ感埴悪′悪淋‡けIl亜樵l降e庶政Q≠ポ  

リ∩ニ巨掛野小樽○ りe野司ロリ躍ニレ’匡中瀬   

‖亜蝶1好古「悪蛾＋＜榔朋l阻い＝錮祁沌   
鴨場層駅野師封耶用咽帽闇㈲凱漬酎…摘   

腱（尋ト「異腔匪貌車軸増」刃二小■）隙Il十Il   

喋昧l坪」刃■匡騨鰯旨艮匠車蝶毘礁（両日」   

相打訂〉′紙国喋（吋ヨ」掛姐紆）商旨味＜喋   

涯l悍甘「哲堀野押隠む腑粗い小針桝封建q   

担虻頼雷牡朝増」刃′匡くF楳1く亜薗「栗源十く  

機蛾1野」刃嶋崎Q虻「腰螢匪叔寧神聖鑑l】＋  

ll亜淋l野」刃′「抑継撃」刃嶋岬e悪「柵灘檻」  

刃′匿くF堆】＜喋昧l呼出篭球川野甘噌堆IH一   

亜鮪1騨回想味一腰」1りQ巾e±「駅悪匪決着  
神聖脾11＋州噴出碑ニレ静電卜巾型躍Il十亜堆   
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l格劇の配入については、特に次の耶現に牲著すること 
。  イr〟勘、r伸助及び「腋阻の測定単他軋小放沸l収量でをE人する．   
ロ8Mlは、次の芽柳こょり脚出ナること。   

BM】；瀞   
ハ「磯舟の細胞力低下が諾わられるや合には・0印を記入し、併せて績当する㈹放散及び聴力レベルせ記入する∩  ニー血圧」の欄1月大血圧を斜線の左上に、動、血圧を斜線右下にそれぞれ厄入ナる．  

票褐諾乱髪詣箸謙地謡課㌘に＋物帥馴－るD ト「楕噂区飢 
の欄姉1強旅1項の規定lこより決鮭L・た指樽区分を記入し、及び隆軌柵印ナる 

．  チ「郡毯糟軌の棚卸8条劇2】貫の組旋によって学校の設既着力鴨るべき事後楕巴に問し必密な都祁混入する一．   

り医師の判断に遮づき娩董を省略した項8については、謙当欄にその旨を紀入する∧  ヌ以上のほか、各欄の記入についてhL動号様式の一（桂川こよる．  
Z他の学校から移ってさた軋釦こういては、送付を卦ナた雌廊診断矧こ豊胸ミある組合は、これ馴】い軋  



＝野」J」’匿野甘「地味11＋喋純！轡e」刃棺  将Q裏「腰璧匹敵牽柵亜麻lけ＝喋艮稲ユレ粗   

壁卜将避脾l卜十桜紙l啓eJ刃■ 匠中堆べ憾甘   
「宜墜那脾抑」刃棺ゆe悪「監堕那掛軸所要琵   

撞那腑伽刃匠Ie掛煤怒艮博昭仙£伯叔濫伽中   
Q蜜Q他柑く」・U′ 匡中♯＋一機糀1野せ「鮪田   
亜糀1野津茫畑引用乳・∪棺ゆe曇「亜盟匡貌翠   
櫛引削難咽伯儲凱凱洪酎叫唖髄姐加齢相   
島腋甘軋封パ酎酎…銅郎掴柑l呼戯笥賎Il   
野」刃′「蛛＜亜J刃崎岬Q雲「匝糾和利紙用   
ヱト刻瑠鉢小利阻＜機」ぺ′ 匠¢脾十1礫粁l野   
甘「触附l十l償ぃ小卵沌闇「脱盟匡貌車軸   
悪堆l】十1】t棚霊槌ニレ静電卜昭光紙lトト1喘」   
刃′ 匡4F高温型傾甘「労働者」刃嶋崎e裏「短   
時間労働着」刃盛煎神永巾脚e刃トゆ■   
賊】t憾a r堆く喘」蘭「維＋国威」上J個食′ 匡  

亜由耗中藤心卜甘   
砿Il喋（嘩竃」蘭㊥∂り伍「総べ様」他「蝶十  

囲亜」土J潜兎’匿亜蘭粍1く嘲ヰ座付針   
煤l隠駄勘封郎沌摘練唱丞相   
（悪蝶1く横堆1騨e謬将帥野郎笥罫侭Q壇悪）  

鮪Il亜 粟堆1く機糀1野Q哩朝貌車帥申㌣鹿愛吟   
瀾螢匡駅琶押出萩小野爬」更む長短慮小吏三   
和琶喘吐出藍小崎相伴曇′矧朗蛭川動か坤   
巾●  

】政堂◎座礁  
l】禦警≠那Q仲鮭   
川 ★叶Q撫巌  

N 東熊1く喋蛛l阻馴鋸欄確御¢阿蜘糾挿憎   
悪’在野境野出賓恕巾鶉陣ち罫成る刃慮ゆ嘗e   
ユ隕走るelR地鳥州ゅり刃側部龍髄蜜匡狭窄押   
掛佃軋刃頭錮払明度吋酢静閃か叫珂  
lトトh．ヽ／／／コ舟露曙」レネ巾贈蟹e醤張  

Il聞直≠－ミQ凋塑e醤鰭（那垣根璧匡貌宰  
相獣刑酬町ぺ－ミe温暖脚詔只ケ巾l」・∪出  
現ゆ鞠但東斐世トゆり刃簑㌣伽吋♂Q山越  
ゆ○）  

川 搬鰭≠那   
団 地側】≠那   
国 基畦≠那  
1く 車載恵糎≠郭   

中 程哺呼出安生巾脚ee曇る■博徒e局在側  

匪ぷ輝、槻感ぶ£ゆ叫側e小坤＃撚eg紬（想  

麻＜喋糀l野足軽墟トゆ撃鷹Q雷神側二小■   

嘗礁鳥羽ユト匠〇○）班剛軋摺澱JH梅鮎  

震ゆゆQ尋まe∂e   

（弱蝶十嘲鮪l轡e吸朝蘭層湖唖咋Ⅷ拍川門   

偶）  

鮪匿亜 地味＋亜珠1降e殴判決畢細く相似愈ゆ   

鄭4口裏′礫培e置倣量洲悩跡継駐日蝉蟹仙£埠   

頑匪e貌頓柵刃匡」Q虻憾堰ほ消紺（悪鮪＜礁   

廠l呼出粟鹿本時頼祇Q疎密陶刃匿澤｛Y勅封   

瞥区政蛮柳瀬饉＞○）ち鉱山那盛誓焼出項糾■控雀   

卓瀕座ルニ時好4□刃卜時○   

（粟堆十1亜e独剥貌零細くF㌣根強昭雄露殴劇   

場鎚）  

薇周亜 鰭椛十l楼台嗅朝練頚部偶P個食ゆ鯉専   

政朝柴鈷望′馬吏ぜ忠頑成唱沃仲川  
1銀ゼ増鎚  

11せ砺㈱   

＝ 裾慢棚  

塞 蚕   
（増妃家中）  

杯】亜 りe御車悪′ 陣唱11＋せ駐電lⅡ量・♪増   

配トゆ○   
（赴蜘別離蛸帥雌蝶虻亜富合＝別離）  

♯ll礁 ＃勺何嘩饉叔蛤羽東湾紀粟最（瞥摩周・ト川  

場豊富棚欄）馴転蛸帥〔畑帥   
巾一  

茶礪締周十l軒側嘗e坤∩出港兎将■   

乱十l恨位臣貌琶柵Q哩曙伽野Q督舶押出医  

卜巾悪せく計領国甘栗雌鮪中十1く附）U堕将  

せ・撫 樵11＋Il喘絶l陣e霞撞Q各港   

（哩曙台車態払膵ほ封印糾抑計訂砂塵響棚憤濫用   

舛Qせ壁掛艮琵トや髄酷寒牡蛎蚕Ql挨督出）  

脾l両断 嘗酎町封鋸軌払貯ヒ吼眼劇e釘抄月琴灘懐   

古螢照e世壁掛出琶トゆ葉隠歴史璽毒（穿定1く   

＋1廿貌車柳僻鮪t用P）el静刺削卜紆吏彪   

甘トが  
高温歴値甘「別記様式（第8粂関係）J舶「別   

記様式（第6条関係）」土J′「女性労働者」他Ir労   
働者」エコ個食ゆ○  

○恨棋咄鍼細くF拡1く＋貞町   

隠圃研削錮軋掴附＞堕恨魅潮安息謬絢e鵜嚢排出定本時悪倣（計唱十」く掛雄雌堆恥包十日眈）躍  

乱喘輔Il酌渋川刑阻馴蜘捜紺N灯 嘘憮紺齢帥捜紺 ＞敦恨晦側習贈罫鋤Q釈鹿紳艮、匿トゆ張  
♯増虻畢姦（肘掛トⅢ銅酎酎姻粕腑瑚持帥）Q＝釦相律紳牒郎郎肘掛か朝兄畑摘畑  

陣領十べ掛十町1血  雄性槻琳《山 車露  謬  
馳願酬郎帥紅潮m＞敷圃酎鋸銅摘細帽牒髄押出引射的姻帽虻偲宥e＝釦銅離油川瑚龍   

雄怯埋蝶肇側吏輔mv盤根曝噸学園罫柚e蹴集散り証トゆ悪赴蝶把翼竜（計領十甘酎離別錮柏噂  
厭く眈）el添随喜e坤∩艮慮出すゆ’   

堆】1憾灘坪探同町せ「Pく悪匡喋挑吊叶」側「′ 区敵組1価り艮督兎′r（尋ト「【ロ≠コ肇帆刃ニ  

・∩■）」eト艮rPく空匿亜脾巴肘吏肇撫世両噛掴溝川柑組（遜卜rⅡ【恥十肇軌刃ニ1∩’）」他昂べ′ 陸  

別糾叩骨「叶望正≠コ肇恨」漣r′ m≠コ領地財題厄仲代増紬」甘紗凱吋   

播眉川紬脹＝好評Il肘甘「獣斐最低側」脚「朝瑚掬」甘静合材   

堆1く亜煤l野e哨甘「塗傾樺＜」漣「掛棺堆ヰ」ビ「塑椙煤串J舟「轢棺堆＜J土J′「堆棺附く」舟  
「攣居館睾」出詔令■ 匡僻U素点¶甘心堰・尺ゆ○  

面  
「＼  
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N  
輔  
ま  
聖  

亘【即い増雉   

鮪中條日照Ql野紺屋・由が  

寸 粟鮪団喘絆I一瞥Q鯉賎咄僻細¢P他愛ゆ≠野褒冷匿亜隙lり野合地盤硬琳細くF㌣恨兎ゆ掛野e・∩   
脚′ 口和十肇側U曖ゆゆe鯉′ 喜Q刃稲D刃卜巾0  

1屯周招か細心嘲削媚瀾骨離和睦灘砂洲化減封郵姻油健脚耶礪佃尉鋸餌場噸小   
机㌻町洲欄㈲即脚数離柑封哺滝引咄虹煩沌㈲鵬祈りり量㌣咄㊥り刃●   
十 江抽Ⅵ削畑渦中㈹柑偲軋班抑湘1㈹渦隕机比慣J ゴ摘瀞聯細頬掛軸掛周  

る頗る日医卜巾草履e璧荘他省せゆり刃－   

□ 正伸†郵鯛柑≠訃酎澗紬廿榔Ⅵ√ 血糊那摘出軋J 玉柏㈲附畑瞳舟 吊匝e隠匿  
珊町馴剖侶ほ泄吏個罫卿拙掛師現畑紬脂原職直隠掛削鍋摘録偏屈 ■ 画さ邪砥癖増Q朝  
瑚日登曙埴忌吏恕堰e慢捜㊥虹ニ’那髄容咤簑改植晦瑚咤㌣屯咽り刃ぷ釧路小松浄机割酎叫叫  

小鴨蟹卜岬り刃’舗治山那儀容蝶〕吏挺辟中e留珊頭重咤逢せ根坂馳喝㌣棺ゆ量趣長日医す巾  

埜暦仰ヘヤ出帆e楳証那暗く璧荘トゆ坤∩粧繁小舟り刃○  

ll贈答00斬嚢神宮曇鎗他端謬邪法聖書紬望′ も十川軌e認証洲嘩出刃ゆ寝恥□e職能㍊旬巾慢聖  
廟羽生ゆ毯足裏’皿へ十：鴎堰堆監・ト＝亜量・卦経国＋咽亜購㌣Q垂；堪抽】＋くR出張鼻Y触り刃■   

川」い川場柑偏屈邪町訂【即い迅雉湖個十巴嘲糀1騨重工畑紬別封利払匡咄傭順化小心珂凱艶」広   

野dn日華エレ’堆焼髄鞘《也づ’中e増継足海区舶廟上申鰭罫紬嘲飽和回想蜜頒幽罫舛法要詔梱  
日夜J′ 詣匿舟朝士ゆりり巳∩ニ巨匠頗小埠長問る出∩エレ鞠値出刃ゆ回紬舟併℡ゆり刃○   

已忠相母野咄U第二巨’雄性職琳ぺ山名一朗訃肘掛掛℡小忘更地罫暢馴鹿側欄悪感地腹悟袖摘摺持   

抑聖’mせ日登軽量恥十桝田e布置郭咽る小母胞匪咄蝋寵トゆ脾腹勧嘲柩」吏m量小川＋n益E  
出回抑ちも十‖団Q猶荘那呼出粛鼎卜時▲小∩′機¢量出城怯機嫌《出足瓦柚トY伽り刃′ 感笥那   

盛観罫柵鞘堂糎舶」＞班別畑牒酢封障珊亀田馴㈹他動小皿哩執功臣刷「鮒酎摘個   
垣e直粗茶邪魔お区側琳藍小串傭桓脚剛腕」裏口量′♪川十血道置艮ヘヤH匝合葬蕊即喝艮南朝J   

更量∩吏刃勅悪■都塵溜嶺合点匡出刃ゆ世紀Q顕亜刃埴焉吏寧咤山菜卜時宗藩1Qせ斬世無量甑   

幾他室か」刃○   
周 Ⅲも十肇触媒芭＋母亜鮪l騨玉出璽頗トゆ出罫伸削愛柵叫悪紘恨端野桝茹蛤召柵e増盗e海区   

憲史££吏響くn艮稲ニレ’那櫨撼罫伸桝蔑称叫空腹傾嬉野琳底地雪柳量弱糀平亜出璽層小巾栂鮮  
湖畔壮」トニ誕ユり刃簑罫・♪長日題∩吏辞4巳出雲′ 那涯甥由e巷匿出現時世甑台東亜刃刑£吏重  

唱り宗す巾匪ぜ1合致堰蛇耀ち搬出仙£ゆ槻圭単量腫こり刃0  

1く 蜜恨也闇要点野馳曇′ h十日短Q楢監郭曜日邦∩レ′ 那悠敦恨晦瑚留崩罫■＆附盤QⅢ誌醒＋   
ll町側据瑠卜巾Ⅲ購Pe匹出駐£忘ゆl国母重く出陛口羽酎棚£ゆりり○  
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叩 堤野珠l町Q的場出刃分配ぶ£更地絶1く横耽  
1阻明細掛吼酎酬帽（尋ト≠降出礫エト「蜜   
側聞騨」刃工小○）Q罫嘱望′那湛執政匡駅琶和   
合堪野鳥憧ゆトトヘ．〉l／／封胴蛇川心削紅涙   
蛍㍊’在野鮪11町錮咄氾≠現郎ほ粛削酬   
悍Q罫嘱望′．那髄里曹匡狭窄掬Q堪曜日壁時頼   
岨軌附酎勘少小用㈹L持場黒r 中ぷ卑見酢   
蛸皆富貌猥柵出前！戦」吏〟e刃煎更ト○   
（型紙く模様】野合喚朝釈尊柳¢㌣他愛ゆ桝   

硝）  

糀川棚 整締貞喋維l厚Q塾朝顔車軸僻㌣堰愈昭   
叫増悪ー喜出安らゆ∂Q刃トゆ●  
1 贈偏≠馴   
＝＋実印軌跡那  

的  

○潔謹牡梱瀾償1〈町   

笹膣東嶺償（瞥罷l什・11甘栗せ妹1佃Il十1く即）絨毘磯搬Il啓熊＋1く酔Q璽吸出捕れ咄’率重出顔  
艮註小崎蛸掛（曹長1く＋一腰饗塩世袖崎妹州叶〉 el賂掛糾い研兄慄帽世相   

○蓋鮎柑給紙十冊   
お也排潮境葉栗虻くF（官爵十羊掛癖僻妹尾匝貞押）淋1喋蛙l坪（匿¢嫉十Il横出稲ニレ静電卜巾  

削抽如椚Q司咄酌班鮒離せ鵬出梅（瞥暴十珊畜笠離職欄）嫉←1一條挑順e榊  
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